
ＳＴＡＣＹの運転再開等に係る保安規定変更に係るコメント回答 

令和４年６月 10日 

原子力科学研究所 

臨界ホット試験技術部 

＜コメント No.1＞ 

溶液系 STACYと更新 STACYの保安規定条項の比較表を作成し、併せて変更理由を説明す

ること。 

＜回答＞ 

溶液系 STACYと更新 STACYの保安規定条項の比較表を別紙１に示す。 

資料 ST-198-2 
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＜コメント No.2＞ 

原子炉運転中の巡視項目が特定施設だけになっているが、原子炉本体等も確認すべき事

項があるはずである。それらは、従来は運転手引で記載していたかもしれないが、保安

規定に定める事項があるかもしれないので、運転中に確認すべき項目を整理して示すこ

と。 

 

＜回答＞ 

 原子炉運転中に確認すべき主な事項を表２に示す。これらの確認事項は、従来は運転手引に

定める運転手順に従い確認することとしていたものである。 

 表２に示す運転手順のうち(3)給排水動作確認は、水位制御により原子炉の反応度を制御す

るＳＴＡＣＹにおいて、次工程（臨界近接）に移行するホールドポイントとして重要な運転手

順である。 

 このため、給排水動作確認は、保安規定における運転中の点検項目として位置付ける必要が

あると考え、以下のとおり補正することとする。 

  

 

【補正の記載方針】 

（原子炉運転中の点検） 

 臨界技術第１課長は、原子炉運転中に、給排水に関する事項について、１日１回以

上、点検しなければならない。 
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表２ STACYの運転手順と主な確認事項 

運転手順(＊1) 主な確認事項 

(1) 運転開始 ①監視操作盤のモード・キー・スイッチを「運転」に切り替え、「定出力運

転」表示灯が点灯することを確認する。 

(2) 給水準備 ①起動用中性子源を挿入し、起動系の計数率を確認する（３ｓ-1（cps）以

上）。 

②安全板を引き抜き、待機状態にあることを確認する。 

③給水停止スイッチが初回給水停止水位（40mm）に設定されていることを確

認する。 

(3) 給排水動作 

  確認 

①給水流量（高速、低速）を確認する。 

②初回給水停止水位 40mmまで高速給水した後、一旦、通常排水弁及び急速

排水弁を開とし、排水できることを確認する。 

(4) 臨界近接 ①段階的に給水し、中性子逆増倍率測定により臨界水位推定値を決定する。 

(5) 臨界超過 ①臨界超過水位（約 10セント相当）まで給水し、臨界超過水位を測定す

る。 

②出力上昇時の反応度を計測する（出力倍増時間を計測し、反応度に換

算）。 

(6) 臨界調整 ①臨界調整（運転員が炉心水位と出力を監視しながら排水を行い、出力が一

定となる水位に調整）を行い、臨界水位を測定する。 

(7) 反応度評価 ①出力上昇時の反応度（ｄρ）を、臨界超過水位と臨界水位の差（ｄＨ）で

除し、臨界超過水位１mm当たりの反応度（水位反応度係数ｄρ/ｄＨ）を

算出する。 

②水位反応度係数を基に反応度制限量を設定する。 

- 反応度添加率＝(ｄρ/ｄＨ)×(水位上昇速度) 

- 最大添加反応度＝(ｄρ/ｄＨ)×(臨界水位と給水停止スイッチ上限高さと

の差※) 

- 最大過剰反応度＝(ｄρ/ｄＨ)×(臨界水位と最大給水制限スイッチ設定高

さとの差※) 

（※給水停止後１秒間の水位上昇分を含む） 

(8) 可動装荷物 

  反応度測定 

①挿入による出力変化から反応度を測定する（炉周期法又は水位反応度補償

法）。 

(9) 安全板反応度 

  価値測定 

①原子炉停止余裕（ワンロッドスタックマージン）を測定する（ロッドドロ

ップ法）。 

(10) 停止操作 ①炉心タンクから軽水を排水し、原子炉停止を確認する（排水完了、安全板

挿入、出力低下）。 

(11) 運転終了 ①監視操作盤のモード・キー・スイッチを「停止」に切り替え、「停止」表

示灯が点灯することを確認する。 

＊1：運転手順は一例であり、実験計画に応じて変更する。
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＜コメント No.3＞ 

本申請の保安規定で対象としている炉心と、今後の保安規定の変更要否について、資料

に追記すること。 

 

＜回答＞ 

 本申請では現行許可申請書で構成可能な炉心を対象としている。本申請の炉心構成条件と許

可申請書の炉心構成条件の比較を表３に示す。表３に示すとおり、本申請と許可申請書の炉心

構成条件は同じである。 

 したがって、本申請の保安規定は、現行許可申請書で構成可能な炉心を形成し、運転するこ

とが可能な記載内容となっていることから、今後の保安規定の変更は不要であると考えてい

る。 

 

 なお、今後の実験計画に応じて実験用装荷物を新規に製作し、保安規定で担保しなければな

らない事項等が生じた場合は、保安規定の変更申請手続きを行う。 
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表３ 許可申請書と保安規定の炉心構成条件の比較 

項   目 許可申請書 保安規定 【参考】基本炉心(1) ＊3 

(1) 炉心 

イ ウラン棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量 

4) 挿入本数 

 

  ロ 中性子毒物添加棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量＊2 

 

(2) 最大過剰反応度 

(3) 安全板による停止時の中性子実効増倍率 

(4) 最大反応度価値を有する安全板１枚が 

挿入不能の場合の中性子実効増倍率 

(5) 制御設備による最大反応度添加率 

(6) 可動装荷物による最大反応度添加率 

(7) 可動装荷物の反応度価値 

(8) 減速材及び反射材温度 

 

 

二酸化ウラン 

10wt％以下 

720kgＵ 

50本以上900本以下＊1 

  

 

二酸化ウラン 

10wt％以下 

炉心に装荷する総ウラン

重量＊2の1/100以下 

0.8ドル 

0.985以下 

0.995以下 

 

３セント/s 

３セント/s 

0.3ドル以下 

70℃以下 

 

 

二酸化ウラン 

10wt％以下 

720kgＵ 

50本以上900本以下＊1 

  

 

二酸化ウラン 

10wt％以下 

炉心に装荷する総ウラン

重量＊2の1/100以下 

0.8ドル 

0.985以下 

0.995以下 

 

３セント/s 

３セント/s 

0.3ドル以下 

70℃以下 

 

 

二酸化ウラン 

５wt％ 

720kgＵ 

50本以上900本以下＊1 

  

 

― 

― 

― 

 

0.8ドル 

0.985以下 

0.995以下 

 

３セント/s 

３セント/s 

0.3ドル以下 

70℃以下 

＊1：ただし、140cm 超の給水によっても臨界とならない場合は 900 本以下 

＊2：燃料試料挿入管を含む。 

＊3：令和２年 11 月 18日付け原規規発第 2011187 号で設計及び工事の計画の認可を受けた炉心。 
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＜コメント No.4＞ 

設置許可及び設工認で記載した炉心特性値、核的制限値等を満足することについて、炉

心構成書、炉心証明書の記載事項で十分であるか判別できない。保安規定と運転手引に

記載する事項を整理し、説明すること。 

 

＜回答＞ 

 炉心構成書及び炉心証明書について、保安規定と運転手引の記載事項を、表 4-1、表 4-2に

それぞれ示す。表 4-1 及び表 4-2 に示すとおり、保安規定の記載事項を運転手引で詳細化する

ことにより、設置許可及び設工認で記載した炉心特性値、核的制限値等を満足していることを

確認することが可能である。
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表 4-1 炉心構成書 

保安規定の記載事項 運転手引の記載事項 核的制限値等 

(1) 実験の目的 

(2) 最大熱出力 

(3) 炉心構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 給水制限 

 

 

(5) 過剰反応度 

 

 

 

 

 

 

(6) 安全板の反応度 

(1) 実験の目的 

(2) 最大熱出力 

(3) 炉心構成 

格子板 

種類（格子間隔） 

アタッチメント 

蓋(1) 

蓋(2) 

蓋(3) 

棒状燃料 

種類 

濃縮度 

本数 

減速材対燃料ペレット体積比 

可溶性中性子吸収材 

安全板枚数 

実験用装荷物 

臨界水位 

減速材温度 

(4) 給水制限 

高速給水速度（高速給水流量） 

低速給水速度（低速給水流量） 

(5) 反応度 

臨界近傍の反応度添加率 

給水による最大添加反応度 

最大過剰反応度 

可動装荷物 

 最大添加反応度 

 反応度添加率 

(6) 安全板の反応度 

安全板の中性子実効増倍率 

全挿入時 

ワンロッドスタック時 

海水水没時 

未臨界板の中性子実効増倍率 

(7) 添付計算書 

炉心特性値の変化範囲 

減速材温度反応度係数 

 

200 Ｗ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 wt％以下 

50本以上 900 本以下 

0.9以上 11以下 

 

2 枚以上 8 枚以下 

 

40 ～ 140 cm 

70 ℃以下 

 

水位上昇速度 2.5 mm/s以下 

水位上昇速度 １ mm/s以下 

 

３￠／ｓ以下 

0.3＄以下 

0.8＄以下 

 

0.3＄以下 

３￠／ｓ以下 

 

 

0.985 以下 

0.995 以下 

0.995 以下 

0.995 以下 

 

 

-3.7×10-5～+3.8×10-4 Δk/k／℃ 
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減速材ボイド反応度係数 

棒状燃料温度反応度係数 

即発中性子寿命 

実効遅発中性子割合 

水位反応度係数 

-3.8×10-3～+3.7×10-3 Δk/k／vol% 

-4.1×10-5～-8.5×10-6 Δk/k／℃ 

6.9×10-6～8.4×10-5 s 

6.8×10-3～8.1×10-3 

2.0×10-3～6.0×10-2 ドル/mm 
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表 4-2 炉心証明書 

保安規定の記載事項 運転手引の記載事項 核的制限値等 

(1) 最大熱出力 

(2) 炉心構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 臨界量 

 

 

(4) 過剰反応度 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 安全板の反応度 

 

 

 

(6) 炉心構成の変化範囲 

(1) 最大熱出力 

(2) 炉心構成 

格子板 

種類（格子間隔） 

アタッチメント 

蓋(1) 

蓋(2) 

蓋(3) 

棒状燃料 

種類 

濃縮度 

本数 

減速材対燃料ペレット体積比 

可溶性中性子吸収材 

安全板枚数 

実験用装荷物 

減速材温度 

(3) 臨界量 

棒状燃料の本数 

臨界水位 

(4) 反応度 

高速給水速度 

臨界近傍の反応度添加率 

給水による最大添加反応度 

最大過剰反応度 

可動装荷物 

 最大添加反応度 

 反応度添加率 

(5) 安全板の反応度 

安全板の中性子実効増倍率 

全挿入時 

ワンロッドスタック時 

(6) 炉心構成の変化範囲 

格子板 

棒状燃料 

可溶性中性子吸収材 

実験用装荷物 

その他 

200 Ｗ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 wt％以下 

50本以上 900本以下 

0.9以上 11以下 

 

2 枚以上 8 枚以下 

 

70 ℃以下 

 

50本以上 900本以下 

40 ～ 140 cm 

 

水位上昇速度 2.5 mm/s以下 

３￠／ｓ以下 

0.3＄以下 

0.8＄以下 

 

0.3＄以下 

３￠／ｓ以下 

 

 

0.985 以下 

0.995 以下 
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＜コメント No.5＞ 

新規製作の棒状燃料と既設の棒状燃料で構成できる炉心の違いについて、説明するこ

と。 

 

＜回答＞ 

 新規製作の棒状燃料（900本）と既設の棒状燃料（400本）は、以下のとおり主要寸

法及び主要材料は同等であるものの、本数が異なることから、構成可能な炉心の大きさ

が異なる。 

  

項  目 棒状燃料（新規製作） 棒状燃料（既設） 

主
要
寸
法 

燃料ペレット直径 8.19 mm 8.19 mm 

燃料部有効長 1420 mm 1420 mm 

被 覆 管 
φ9.5 mm(外径) × 

t 0.57 mm 

φ9.5 mm(外径) × 

t 0.57 mm 

長さ（全長） 1495 mm 1495 mm 

主
要
材
料 

燃  料 

ペレット 

種 類 二酸化ウラン 二酸化ウラン 

235U 

濃縮度 
4.95 wt% 4.95 wt% 

密度 
96 %TD 

(10.5 g/cm3) 

95 %TD 

(10.4 g/cm3) 

被 覆 管 ジルコニウム合金 ジルカロイ-4 

上部・下部端栓 ジルコニウム合金 ジルカロイ-4 

スプリング ステンレス鋼 ステンレス鋼 

燃料ペレット重量 775 g/本 約 771 g/本 

充
填
ガ
ス 

種  類 ヘリウム ヘリウム 

充 填 圧 0.4 MPa 0.98 MPa(10 kg/cm2) 

本  数 900 本 400本 
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＜コメント No.6＞ 

先行使用保安規定（令和４年３月 31日付け令 03原機（科保 099）で申請）と運転再

開保安規定（令和４年４月 26日付け令 04原機（科保 042）で申請）の差分が分かる

ように対比表を作成すること。 

 

＜回答＞ 

 先行使用保安規定（令和４年３月 31日付け令 03原機（科保 099）で申請）と運転再

開保安規定（令和４年４月 26日付け令 04原機（科保 042）で申請）の対比表を別紙２

に示す。 
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＜コメント No.7＞ 

先行使用保安規定（令和４年３月 31日付け令 03原機（科保 099）で申請）の認可後

には、運転再開保安規定（令和４年４月 26日付け令 04原機（科保 042）で申請）の

補正が必要になるので、この手続きについて説明すること。 

 

＜回答＞ 

 STACY施設の新規制基準適合性審査に係る保安規定の変更については、①先行使用保

安規定（令和４年３月 31日付け令 03原機（科保 099）で申請）、②運転再開保安規定

（令和４年４月 26日付け令 04原機（科保 042）で申請）を申請し、個別に審査をして

頂いている。 

 これらの申請内容はそれぞれが独立した案件であるものの、同時期に申請されている

ことから、①先行使用保安規定が認可となった場合に、②運転再開保安規定の申請によ

り最新の保安規定を古いものに上書きしてしまわないよう、②運転再開保安規定の申請

内容を最新の情報に更新するために関係箇所を補正する手続きが必要である。 

 このため、②運転再開保安規定の審査が終了し、手続きに移る際には、①先行使用保

安規定の審査状況を確認し、②運転再開保安規定の認可により①先行使用保安規定で認

可された内容が書き換えられることのないように補正の手続き行う。 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定の変更申請の状況 

 

STACY施設の保安規定変更に係る手続きフロー 

          年 月 

申請案件 

令和 4年 

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

①先行使用保安規定 

          

②運転再開保安規定 

          

 

申請案件 申請年月日 認可時期（予定） 主な申請内容 変更箇所 

①先行使用 

保安規定 
R4.3.31 R4.7月 

(1) 施設管理に係る運用の変更（施設管理有効性評価の明確化等） 

(2) 修理及び改造計画、保守結果等の通知先及び報告先の適正化 

(3) 東海第二発電所防潮堤設置に伴う周辺監視区域の変更 

(4) JRR-4の燃料要素の搬出完了に伴う変更 

(5) NSRRで使用する新型の試験燃料用カプセルの追加に伴う変更 

(6) 先行使用設備（棒状燃料貯蔵設備Ⅱ、放射線エリアモニタ、非

常用電源設備、実験棟Ａ、消火設備、安全避難通路等、通信連

絡設備）の供用開始に伴う変更 

１編～９編、11～12 編 

２編～９編、11～12 編 

２編 

１編、６編 

７編 

11編 

②運転再開 

保安規定 
R4.4.26 R4.10月 

(1) STACY運転再開に伴う変更 

(2) TCA施設使用済棒状燃料移管に伴う変更 

１編、２編、11編 

１編、11編 

▲申請 

(R4.3.31) 

▲申請 

(R4.4.26) 

△補正 

(予定) 

☆認可 

(希望) 

△補正 

(予定) 

●審査会合 

(R4.5.17) 

反映 

☆認可 

(希望) 

○審査会合 

(予定) 

①先行使用保安規定で認可 

された事項も含めて補正する 
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＜コメント No.8＞ 

自然現象等が発生した場合の措置（第 43条）について、当該条項に記載していない

他の自然現象等が発生した場合の措置について、説明すること。 

 

＜回答＞ 

 表 8に示すとおり、第 43条（自然現象等が発生した場合の措置）に記載していない

その他自然現象等により STACY施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 なお、気象庁が発表する気象警報の状況等から風水害が発生するおそれがある場合

は、保安規定に定める品質マネジメントシステム文書のうち「原子力科学研究所事故対

策規則」（二次文書）及び「原子力科学研究所風水害警戒要領」（三次文書）に基づき、

施設の点検の実施及びその結果の報告を行う。 

 

表 8 第 43 条（自然現象等が発生した場合の措置）に記載していない 

その他自然現象等とその設計方針（1/2） 

許認可で設計上 

考慮する自然現象等 
設計方針 

洪水・降水 

ＳＴＡＣＹ施設は標高約８ｍに設置していること、敷地に降っ

た雨水等は地形的にみて太平洋に流れること、また、ＳＴＡＣ

Ｙ施設の約３km北側を流れる久慈川の浸水想定区域（東海村自

然災害ハザードマップ、平成 25年９月）からも十分離れてお

り、洪水、降水による被害は考えられないことから防護措置等

の必要はない。 

風（台風） 

水戸地方気象台の観測記録（1937年～2013年）によれば、敷地

付近で観測された瞬間最大風速は、44.2m/s（1939 年８月５

日）であり、この記録を考慮した建築基準法に基づく風荷重を

考慮して設計された原子炉建家に風（台風）の影響はない。 

凍結 

水戸地方気象台の観測記録（1897年～2013年）によれば、最低

気温は－12.7℃（1952年２月５日）である。凍結に対して上記

最低気温に適切な余裕を考慮して、凍結防止対策（換気空調設

備による原子炉建家各室の温度制御等）を行い、安全施設を防

護する。 

積雪 

水戸地方気象台の観測記録（1897年～2013年）によれば、積雪

の深さの日最大は 32cm（1945年２月 26日）で、この観測記録

を考慮した茨城県建築基準法関係条例に基づく垂直積雪量を用

いて積雪荷重を考慮して設計された原子炉建家に積雪の影響は

ない。 
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表 8 第 43 条（自然現象等が発生した場合の措置）に記載していない 

その他自然現象等とその設計方針（2/2） 

許認可で設計上 

考慮する自然現象等 
設計方針 

落雷 
建築基準法に基づき原子炉建家及び排気筒に日本産業規格（JIS）

に準拠した避雷針を設けて、安全施設を防護する。 

地滑り 

ＳＴＡＣＹ施設が立地する東海村公表の自然災害ハザードマッ

プ（平成 25年９月）において、ＳＴＡＣＹ施設周辺に土砂災害

警戒区域又は土砂災害特別警戒区域は存在しないため、地滑り

による被害を受けるおそれはないことから防護措置等の必要は

ない。 

生物学的事象 

ＳＴＡＣＹ施設は、冷却を必要としない原子炉であり、海洋生

物等による影響を受ける海水取水口を持っていない。その他の

生物学的事象として換気系への枯葉混入等の影響を考慮しても

安全機能を損なうおそれはなく、防護措置等の必要はない。 

航空機落下 

ＳＴＡＣＹ施設への航空機の落下確率については「実用発電用

原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平成

14・07・29原院４号）等に基づき評価した結果、約 3.6×10－８

回／炉・年であり、防護設計の要否を判断する基準を超えない

ことから、安全施設は、航空機落下により安全機能を損なうお

それはない。 

ダムの崩壊 

ＳＴＡＣＹ施設の約３km北側を流れる久慈川には、崩壊により

ＳＴＡＣＹ施設に被害を与えるような大規模なダムは存在しな

いため、防護措置等の必要はない。 

船舶の衝突 

ＳＴＡＣＹ施設の東側には海岸があるが、施設から約 200m離れ

ており、船舶の衝突を考慮する必要はなく、防護措置等の必要

はない。 

電磁的障害 

安全施設は、電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しな

いよう、安全保護系には絶縁回路の設置により、電源や電子機

器等から発生するノイズの侵入を防止するとともに、鋼製筐体

の適用等により電磁波の侵入を防止する設計としているため、

電磁障害により安全施設のうち電磁波に対する考慮が必要な機

器が安全機能を損なうことはない。 
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「原子力科学研究所風水害警戒要領」（令和 4 年 4月 1日一部改定、（科）QAM-713-03） 

 

（目的） 

第１条 本要領は、原子力科学研究所事故対策規則（以下「事故対策規則」という 。） 

に基づき、原子力科学研究所（以下「原科研」という 。）において台風等による風水

害が発生するおそれがある場合及び発生した場合の対応について定める。ただし、風

水害が発生し「事故対策規則」に基づく対応が必要となった場合は、それに従う 。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は次のとおりとする。 

 「風水害」とは、暴風、竜巻、豪雪、洪水、高潮、津波等の自然災害に伴う原科研

内構築物の損壊及び人身災害等をいう 。 

（中略） 

 

（点検の実施及び報告） 

第７条 施設管理者等は、風水害警戒警報が解除された場合、所掌する施設の点検を行

い、その結果を危機管理課長に報告する。 

２ 危機管理課長は、施設管理者等からの点検結果を所長及び保安管理部長に報告す

る。 

３ 安全・核セキュリ ティ統括本部安全管理部危機管理課長から自然災害に関する警戒

要請があった場合の点検結果の報告は、「自然災害に係る情報収集等について」（平成

２８年１２月６日 付け、２８安（通達） 第８号） により行う 。 
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＜コメント No.9＞ 

火災に対する体制、対応、教育・訓練について、現行保安規定の該当条項を説明する

こと。 

 

＜回答＞ 

 火災に対する体制、対応、教育・訓練について、現行保安規定の該当条項は、以下の

とおりである。 

項  目 現行保安規定の該当条項 備 考 

体  制 

【第１編（総則）】 

（職務） 

第７条 

(38) 臨界技術第１課長は、施設管理者として、ＳＴＡＣ

Ｙの本体施設の運転及び保守の管理、核燃料管理者と

して、燃料及びＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用

済燃料の管理並びに区域管理者として、ＳＴＡＣＹの

管理区域に係る放射線管理に関する業務を行う。 ま

た、施設管理者として、ＴＲＡＣＹの本体施設の廃止

措置の管理及び区域管理者として、ＴＲＡＣＹの管理

区域に係る放射線管理に関する業務を行う。ただし、

ＳＴＡＣＹの更新工事が完了するまでは原子炉の運転

に関する業務を行わない。 

 

（事前の措置） 

第 39条 所長は、非常の場合（火災等社会的影響のあり

得る事象、第 51条に定める事象及び別表第２に定める

非常事態に該当する事象が発生した場合） に対処する

ため、あらかじめ次の各号に掲げる措置を講じておか

なければならない。 

(1) 現地対策本部組織、事故現場防護活動組織等、防

護活動の組織及びその要員の確保 

(2) 必要な通信連絡機器（無線機器を含む。）、照明器

具、防護具、放射線測定機器等の資機材の整備 

(3) 機構内及び関係機関（国、地方公共団体、消防機

関等）への通報連絡系統の確立 

(4) 研究所周辺の人口分布、道路等の社会環境の状

況、放射能影響範囲等の事前調査及びその資料の整

備並びに地図等の整備 

 

STACY施設に

おける火災規

模は、その火

災原因（電気

系統の過電

流、静電気を

想定）から一

般施設と同等

であり、通常

の保安管理体

制で初期消火

活動が可能で

ある。 
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項  目 現行保安規定の該当条項 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対  応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１編（総則）】 

（通報） 

第 40条 原子炉施設又はその周辺の区域において、異常

を発見した者は、周辺に居る者にこれを周知するとと

もに、施設管理者に通報するか又は危機管理課長、区

域放射線管理担当課長等（以下「事故対策活動の関係

組織の長」という。 ） に通報しなければならない。 

２ 施設管理者又は危機管理課長は、前項の通報を受けた

ときは通報連絡系統の定めるところにより関係者に通

報しなければならない。 

３ 施設管理者は、第１項の通報を受けたときは、その拡

大を防止するための措置を講ずるとともに、その状況

が火災等社会的影響のありうる事象、第 51条に定める

事象及び別表第２に定める非常事態の事象に該当する

と判断した場合は、直ちに、本体施設の施設管理統括

者及び事故対策活動の関係組織の長に通報しなければ

ならない。 

４ 事故対策活動の関係組織の長は、第１項の通報を受け

た場合において、その状況が火災等社会的影響のあり

うる事象、第 51条に定める事象及び別表第２に定める

非常事態の事象に該当すると判断した場合は、施設管

理者、保安管理部長、放射線管理部長及び本体施設の

施設管理統括者に通報しなければならない。 

５ 本体施設の施設管理統括者は、第３項及び前項の通報

を受けたときは、直ちに、所長及び当該施設の原子炉

主任技術者又は廃止措置施設保安主務者に通報しなけ

ればならない。 

６ 危機管理課長は、第１項の通報を受けその状況が火災

等社会的影響のありうる事象、第 51条に定める事象及

び別表第２に定める非常事態の事象に該当すると判断

した場合、並びに第３項の通報を受けた場合は、直ち

に、当該事象に関する第一報を、理事長及びあらかじ

め定めた関係機関に通報しなければならない。 
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項  目 現行保安規定の該当条項 備 考 

 

 

 

 

 

 

対  応 

 

 

 

 

 

 

 

【第 11 編（STACYの管理）】 

（火災発生時の措置） 

第 39条の２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射

線管理第２課長は、施設に火災が発生した場合は、第

１編第 40条に基づき関係者に通報するとともに、施設

の安全を確保するための早期消火及び延焼の防止に努

めなければならない。 

２ 火災鎮火後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第

１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管

理施設を、それぞれ施設の損傷の有無を確認しなけれ

ばならない。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の確認

の結果を臨界技術第１課長に通報しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育・訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１編（総則）】 

（保安教育実施計画） 

第 32条 所長は、原子炉施設の保安活動に従事する者に

対し、別表第５に定める保安教育を実施するため、保

安教育の項目、内容及び実施時期を記載した保安教育

実施計画を毎年度作成し、原子炉主任技術者及び廃止

措置施設保安主務者の同意を得なければならない。 

２ 部長等は、前項の保安教育実施計画に関する教育を行

うため、教育受講対象者を記載した部保安教育実施計

画を作成しなければならない。 

３ 部長等は、前項の部保安教育実施計画に基づき、保安

活動に従事する職員等及び職員等以外の者に保安教育

を実施し、その教育結果の評価を行わなければならな

い。また、保安活動に従事する者のうち職員等以外の

者が所属する企業に保安教育を実施させる場合は、当

該企業に必要な教育内容を提示するとともに、その教

育結果の報告を受け、評価を行わなければならない。 

 

（保安訓練） 

第 33条 所長は、毎年度、原子炉施設の保安活動に常時

従事する者に対し、非常事態を想定した総合訓練を実

施し、その訓練結果の評価を行わなければならない。 

 

 

 

別表第５に定

める保安教育

項目のうち

「非常の場合

に講ずべき処

置に関するこ

と」で火災発

生時の措置等

を教育してい

る。 
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項  目 現行保安規定の該当条項 備 考 

 

 

教育・訓練 

２ 本体施設の施設管理統括者は、毎年度２回以上、当該

原子炉施設の保安活動に常時従事する者に対し、消火

訓練、通報訓練、招集訓練、避難訓練等の保安上必要

な訓練を実施し、その訓練結果の評価を行わなければ

ならない。 

 

 

以 上 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定 

（第11編 ＳＴＡＣＹの管理） 

溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

 

令和４年６月 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

 本資料は、溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの保安規定の主な変更

箇所を示すものである。 

黒字下線：変更箇所のうち既に認可を受けている事項 

赤字下線：変更箇所のうち R4.4.26付け令 04 原機（科保 042）で 

新たに申請した事項 

別紙１ 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

第１章 通則 

（定義） 

第１条  

 

 この編において「燃料」とは、溶液燃料の原材料、棒状燃料及び溶液燃料をいう。 

 

(1) 原材料とは、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで共用するウラン酸化物ペレット（以下「ウラ

ン酸化物燃料」という。）並びにＳＴＡＣＹで使用するウラン・プルトニウム混合酸化物粉

末（以下「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料」という。）をいう。 

(2) 溶液燃料とは、ＳＴＡＣＹ及びＴＲＡＣＹで共用するウラン硝酸水溶液並びにＳＴＡＣ

Ｙで使用するウラン硝酸水溶液をいう。 

２ この編において「使用済燃料」とは、ＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用済ウラン黒鉛

混合燃料のコンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料をいう。な

お、使用済ウラン黒鉛混合燃料はＳＴＡＣＹでは使用しない。 

 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 この編において「溶液系ＳＴＡＣＹ」とは、ウラン・プルトニウム燃料タンク型の臨

界実験装置（平成21年３月11日付け20諸文科科第2058号以前に許可を受けたもの）をいう。 

２ この編において「燃料」とは、ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料をいう。また、「溶液系燃料」

とは、溶液系ＳＴＡＣＹで使用した溶液燃料及び溶液燃料の原材料であるウラン酸化物ペレ

ット（以下「ウラン酸化物燃料」という。）及びウラン・プルトニウム混合酸化物粉末（以下

「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料」という。）をいう。なお、溶液系燃料はＳＴＡＣＹ

では使用しない。 

 

 

３ この編において「黒鉛混合燃料」とは、ＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用済ウラン黒

鉛混合燃料のコンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料をいう。

なお、黒鉛混合燃料はＳＴＡＣＹでは使用しない。 

４ この編において「使用済棒状燃料」とは、ＴＣＡ施設から引き渡された酸化ウラン燃料、

ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料及び酸化トリウム燃料をいう。なお、使用済棒状燃料

はＳＴＡＣＹでは使用しない。 

５ この編において「可動装荷物」とは、原子炉の運転中に移動させることができる実験用装

荷物であって、「原子力科学研究所ＳＴＡＣＹ可動装荷物等設計・製作基準」に従って設計・

製作されたものをいう。 

６ この編において「サンプル棒」とは、可動装荷物を収納する装置をいう。 

 

７ この編において「不使用設備」とは、ＳＴＡＣＹの運転並びに燃料、溶液系燃料、黒鉛混

合燃料及び使用済棒状燃料の管理・使用には供しない設備（別表第17の２に掲げる設備）を

いう。なお、解体後の不使用設備は不使用設備ではなく廃棄物として管理する。 

 

 

更新前のSTACYを「溶液系

STACY」と定義 

STACYで使用する燃料を定

義 

溶液系STACYで使用した燃

料として「溶液系燃料」を

新たに定義 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料の定義を追加 

 

STACY更新炉で使用する可

動装荷物の定義を追加 

 

STACY更新炉で使用するサ

ンプル棒の定義を追加 

STACY更新に伴う不使用設

備の定義を追加 

第２条 (省略) 第２条 (省略)  

(要員の配置) 

第３条 臨界技術第１課長は、次の各号に掲げるときは、所管する原子炉の運転等に必要な知

識を有する者（原子炉の運転管理に関する２ヶ月以上の実務研修並びに設置許可書、保安規

定、施設概要、運転管理、保守管理及び非常時の措置に係る３日以上の教育研修を受けた者）

を制御室に配置しなければならない。 

(1) 第18条第１項の定めにより運転開始前の措置を行うとき。 

(2) 原子炉の運転を開始してから、第22条第１項及び第２項の規定により運転停止後の措置

を確認するまで。 

２ 臨界技術第１課長は、前項第２号に該当するときは、制御室に２人以上の運転要員を配置し

なければならない。 

（要員の配置） 

第３条 臨界技術第１課長は、次の各号に掲げるときは、所管する原子炉の運転等に必要な知

識を有する者（原子炉の運転管理に関する２か月以上の実務研修並びに設置許可書、保安規

定、施設概要、運転管理、保守管理及び非常時の措置に係る３日以上の教育研修を受けた者）

を制御室に配置しなければならない。 

(1) 第18条第１項の定めにより運転開始前の措置を行うとき。 

(2) 原子炉の運転を開始してから、第22条第１項及び第２項の規定により運転停止後の措置

を確認するまで。 

２ 臨界技術第１課長は、前項第２号に該当するときは、制御室に２人以上の運転要員を配置

しなければならない。 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

３ 臨界技術第１課長は、核燃料物質取扱施設の運転を行うときは、制御室又は燃調監視室に２

人以上の運転要員を配置しなければならない。 

４ 工務第１課長は、第１項第２号及び前項に掲げる場合は、工務監視室に１人以上の運転要員

を配置しなければならない。 

 

 

 

３ 工務第１課長は、第１項第２号に掲げる場合は、工務監視室に１人以上の運転要員を配置

しなければならない。 

核燃料物質取扱施設の運

転は行わないため削除 

項目削除による記載の適

正化 

(手引の作成) 

第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＳＴＡ

ＣＹ本体施設運転手引を作成し福島技術開発試験部長の承認を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 燃料及び使用済燃料の管理に関する事項 

 

 

 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特

定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、福島技術開発試験部長の同意を得な

ければならない。 

４ 福島技術開発試験部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡＣＹ

原子炉主任技術者（以下、この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけれ

ばならない。 

５ 福島技術開発試験部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をしたと

きは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

（手引の作成） 

第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＳＴ

ＡＣＹ本体施設運転手引を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

(5) 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理に関する事項 

(6) 可燃物の管理に関する事項 

 

(7) 不使用設備の管理に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特

定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡ

ＣＹ原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけ

ればならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をした

ときは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

定義に合わせた変更 

新規制基準対応に伴う可

燃物の管理を追加 

STACY更新に伴う不使用設

備の管理を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

(炉心構成書） 

第５条 福島技術開発試験部長は、新炉心を構成しようとするときは、次の各号に掲げる事項

を明らかにした炉心構成書を作成し、原子力科学研究所長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 実験の目的 

(2) 最大熱出力 

(3) 炉心構成 

(4) 給液制限 

(5) 過剰反応度 

（炉心構成書） 

第５条 臨界ホット試験技術部長は、新炉心を構成しようとするときは、次の各号に掲げる事

項を明らかにした炉心構成書を作成し、原子力科学研究所長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 実験の目的 

(2) 最大熱出力 

(3) 炉心構成 

(4) 給水制限 

(5) 過剰反応度 

 

 

 

 

 

 

 

STACY更新に伴う運転形態

の変更 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

(6) 安全棒（均質炉心用）又は安全板（非均質炉心用）「以下、この編において（安全棒又は

安全板）という。」の反応度 

 

２ 前項の炉心構成書は、別表第１に掲げる炉心構成の条件を満たすものでなければならな

い。 

３ 原子力科学研究所長は、第１項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

 

(6) 安全板の反応度 

 

 

２ 前項の炉心構成書は、別表第１に掲げる炉心構成の条件を満たすものでなければならない。 

 

３ 原子力科学研究所長は、第１項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

安全棒はないため安全板

のみを記載 

(炉心証明書) 

第６条 臨界技術第１課長は、炉心の構成後、次の各号に掲げる事項の測定値及び許容される

炉心構成の変化範囲を記載した炉心証明書を作成し、福島技術開発試験部長の承認を受けな

ければならない。 

 

 

(1) 最大熱出力 

(2) 炉心構成 

(3) 臨界量 

(4) 過剰反応度 

(5) 安全棒又は安全板の反応度 

(6) 炉心構成の変化範囲 

 

 

 

２ 福島技術開発試験部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得

なければならない。 

（炉心証明書） 

第６条 臨界技術第１課長は、炉心を構成するとき、次の各号に掲げる事項のうち、第１号及

び第２号の事項並びに第３号から第５号までの推定値（計算解析により算定。ただし、測定

値により推定可能な場合は計算解析を省略することができる。）を記載した炉心証明書を作

成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。なお、次項の承認を受けた

炉心を構成する場合は、この限りでない。 

(1) 最大熱出力 

(2) 炉心構成 

(3) 臨界量 

(4) 過剰反応度 

(5) 安全板の反応度 

(6) 炉心構成の変化範囲 

２ 臨界技術第１課長は、前項で承認を受けた炉心において運転を行う場合、前項第３号から

第５号までの測定値及び第６号を記載した炉心証明書を作成し、臨界ホット試験技術部長の

承認を受けなければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

 

作成手順の明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全棒はないため安全板

のみ記載 

作成手順の明確化 

(運転実施計画) 

第７条 臨界技術第１課長は、１週ごとに、次の各号に掲げる事項を明らかにした原子炉運転

実施計画を作成し、福島技術開発試験部長の承認を受けなければならない。運転日、炉心証明

書番号及び炉心装荷物を変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 運転日及び運転時間 

(2) 炉心証明書番号 

(3) 実験の種類 

(4) 熱出力 

(5) 週間積算出力及び年間積算出力 

(6) 安全保護回路の解除に関する事項 

(7) 炉心装荷物 

 

（運転実施計画） 

第７条 臨界技術第１課長は、１週ごとに、次の各号に掲げる事項を明らかにした原子炉運転

実施計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。運転日、炉心

証明書番号及び炉心装荷物を変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 運転日及び運転時間 

(2) 炉心証明書番号 

(3) 実験の種類 

(4) 熱出力 

(5) １運転積算出力、週間積算出力及び年間積算出力 

(6) 安全保護回路の解除に関する事項 

(7) 炉心装荷物 

(8) インターロックの解除に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可申請書において新た

に設けた１運転当たりの

最大積算出力を追加 

記載の明確化 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

 

２ 臨界技術第１課長は、核燃料物質取扱施設及び貯蔵施設を運転しようとするときは、四半

期ごとに、次の各号に掲げる事項を明らかにした核燃料物質取扱施設及び貯蔵施設運転実施

計画を作成し、福島技術開発試験部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。 

(1) 運転目的 

(2) 運転期間 

(3) 燃料の種類、性状及び量 

(4) 運転内容 

 

３ 臨界技術第１課長は、第１項の原子炉運転実施計画に安全保護回路の解除について定める

ときは、別表第２に掲げる項目のうち、解除の条件を記載している項目について、解除の条件

を満足していることを確認しなければならない。 

４ 福島技術開発試験部長は、第１項及び第２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技

術者の同意を得なければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、第１項及び第２項の承認を受けたときは、その実施前に、工務第１課

長、放射線管理第２課長に通知しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 臨界技術第１課長は、前項の原子炉運転実施計画に安全保護回路の解除について定めると

きは、別表第２に掲げる項目のうち、解除の条件を記載している項目について、解除の条件

を満足していることを確認しなければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項の承認を受けたときは、その実施前に、工務第１課長及び放

射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

核燃料物質取扱施設及び

貯蔵施設の運転は行わな

いため削除 

 

 

 

 

 

 

項目削除による記載の適

正化（以下同じ） 

 

(記載なし) （年間運転計画） 

第７条の２ 臨界ホット試験技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項

を明らかにしたＳＴＡＣＹの年間運転計画（以下この編において「年間運転計画」という。）

を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

(1) 定期事業者検査の予定期間 

(2) 第25条に定める修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならな

い。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認を受けたときは、臨界技術第１課長、工務第１

課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

新検査制度施行に伴う新

規追加 

第８条 （省略） 第８条 （省略）  

(鍵の管理) 

第９条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹに係る建家の出入口の鍵及び本体施設の運転に関す

る鍵を管理しなければならない。 

２ 工務第１課長は、特定施設の運転に関する鍵を管理しなければならない。 

 

（鍵の管理） 

第９条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹに係る建家の出入口の鍵及び原子炉の運転に関す

る鍵を管理しなければならない。 

２ 工務第１課長は、特定施設の運転に関する鍵を管理しなければならない。 

 

記載の明確化 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

（記載なし） （ＴＲＡＣＹとの同時作業の管理） 

第９条の２ 臨界技術第１課長は、ＴＲＡＣＹ廃止措置計画の第２段階（ＴＲＡＣＹ固有設備

の解体撤去）の工事をするときは、ＳＴＡＣＹの運転及び不使用設備の解体工事をしてはな

らない。 

 

STACY及びTRACYの放射性

物質の放出を伴う同時作

業の管理を追加  

 

（記載なし） （運転訓練） 

第９条の３ 臨界技術第１課長は、原子炉研修生の訓練に当たっては、運転要員の監督、指示

の下、訓練を受ける者に原子炉の運転操作に関する事項を遵守させなければならない。 

 

原子炉の使用目的に教育

訓練を追加したことに伴

う原子炉研修生の遵守事

項を追加 

   

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

（出力の制限） 

第10条  臨界技術第１課長は、原子炉を運転するときは、最大熱出力200ワット以下で、かつ、

週間積算出力0.3キロワット時以下、年間積算出力3キロワット時以下で行わなければならな

い。 

 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

（出力の制限） 

第10条 臨界技術第１課長は、原子炉を運転するときは、最大熱出力200ワット以下で、かつ、

１運転積算出力0.1キロワット時以下、週間積算出力0.3キロワット時以下、年間積算出力3キ

ロワット時以下で行わなければならない。 

 

 

 

 

許可申請書において新た

に設けた１運転当たりの

最大積算出力を追加 

第２節 炉心装荷物の制限 

（炉心装荷物の制限） 

第11条 臨界技術第１課長は、第６条第１項の炉心証明書及び第７条第１項の原子炉運転実施

計画に定められた物以外のものを炉心に装荷してはならない。 

 

第２節 炉心装荷物の制限 

（炉心装荷物の制限） 

第11条 臨界技術第１課長は、第６条第１項の炉心証明書及び第７条第１項の原子炉運転実施

計画に定められた物以外のものを炉心に装荷してはならない。なお、可動装荷物及びサンプ

ル棒の設計・製作は、「原子力科学研究所ＳＴＡＣＹ可動装荷物等設計・製作基準」に従わな

ければならない。 

 

 

 

設工認の記載事項との整

合 

第３節 （省略） 

第12条 ～ 第14条 （省略） 

第３節 削除 

第12条 ～ 第14条 （省略） 

 

第４節 運転上の条件 

(安全保護回路の作動条件) 

第15条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第２に掲げるところにより、安全保護回

路が作動するよう設定しなければならない。ただし、同表の解除の条件を満足する場合にお

いて、第７条第１項の原子炉運転実施計画で定めるとき、又はそのつど福島技術開発試験部

長の承認を受けたときは、これを解除することができる。 

２ 福島技術開発試験部長は、前項ただし書の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者

の同意を得なければならない。 

 

第４節 運転上の条件 

（安全保護回路の作動条件） 

第15条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第２に掲げるところにより、安全保護回

路が作動するよう設定しなければならない。ただし、同表の解除の条件を満足する場合にお

いて、第７条第１項の原子炉運転実施計画で定めるとき又はその都度臨界ホット試験技術部

長の承認を受けたときは、これを解除することができる。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項ただし書の承認をしようとするときは、原子炉主任技術

者の同意を得なければならない。 

 

同等の記載 

 

(警報回路の作動条件) 

第16条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第５に掲げるところにより、警報回路が

（警報回路の作動条件） 

第16条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第５に掲げるところにより、警報回路が

同等の記載 
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作動するよう設定しなければならない。 

 

作動するよう設定しなければならない。 

（負圧の維持） 

第17条 工務第１課長は、原子炉の運転中、炉室内の圧力を別表第６に掲げるところにより負

圧に維持するように努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、別表第７に掲げるグローブボックスを使用するときは、グローブボッ

クス内の圧力を負圧に維持しなければならない。 

（負圧の維持） 

第17条 工務第１課長は、原子炉の運転中、炉室内の圧力を別表第６に掲げるところにより負

圧に維持するように努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、別表第７に掲げるグローブボックスを使用するときは、グローブボ

ックス内の圧力を負圧に維持しなければならない。 

同等の記載 

 

第５節 運転 

（運転開始前の措置） 

第18条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、別

表第８に掲げる設備について、それぞれ巡視及び点検を行い、正常な状態であることを確認

しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同一運転日において、計画停止した原子炉の運転

を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認

しなければならない。 

３ 核燃料物質取扱施設のうち次の各号に掲げる設備の運転を開始しようとするときは、臨界

技術第１課長及び工務第１課長は、別表第９に掲げる設備について、それぞれ巡視及び点検

を行い、正常な状態であることを確認しなければならない。 

(1) 調整設備 

(2) 精製設備 

(3) 供給設備（Ⅰ） 

(4) 精製附属設備 

(5) 燃取補助設備 

(6) 粉末燃料取扱設備のうち、受入れエリアクレーン、保管エリアクレーン、貯蔵容器移送

クレーン及び保管容器移動台車（以下、この編において「粉末燃料取扱設備」という。 

 

４ 工務第１課長は、第１項、第２項及び前項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報しなけ

ればならない。 

 

第５節 運転 

（運転開始前の措置） 

第18条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、別

表第８に掲げる設備について、それぞれ点検を行い、正常な状態であることを確認しなけれ

ばならない。 

２ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同一運転日において、計画停止した原子炉の運転

を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 工務第１課長は、第１項及び第２項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報しなければな

らない。 

 

 

 

新検査制度施行に伴う記

載の明確化 

 

 

 

核燃料物質取扱施設の運

転は行わないため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目削除による記載の適

正化 

（運転開始命令） 

第19条 原子炉の運転開始命令は、臨界技術第１課長が行うものとする。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始しようとするときは、第18条第４項の定めにより

特定施設に異常がない旨の通報を受け、かつ、第２編第38条第３項の定めにより放射線測定

機器の点検の結果に異常がない旨の通報を受けた後でなければ、前項の運転開始命令を行っ

てはならない。ただし、第38条の定めにより確認を行って原子炉の運転を開始しようとする

ときは、この限りでない。 

３ 運転要員は、臨界技術第１課長の運転命令により、第７条第１項の原子炉運転実施計画に従

（運転開始命令） 

第19条 原子炉の運転開始命令は、臨界技術第１課長が行うものとする。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始しようとするときは、第18条第３項の定めによ

り特定施設に異常がない旨の通報を受け、かつ、第２編第38条第３項の定めにより放射線測

定機器の点検の結果に異常がない旨の通報を受けた後でなければ、前項の運転開始命令を行

ってはならない。ただし、第38条の定めにより確認を行って原子炉の運転を開始しようとす

るときは、この限りでない。 

３ 運転要員は、臨界技術第１課長の運転命令により、第７条第１項の原子炉運転実施計画に

 

 

項の繰上げ（第18条の変更

に伴う） 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

って運転を行わなければならない。 

 

従って運転を行わなければならない。 

 (運転に係る通報及び表示) 

第20条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始又は停止しようとするときは、一斉指令装

置により運転開始又は停止の通報を行わなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転開始から停止するまで、運転表示灯を点灯しておかな

ければならない。 

（運転に係る通報及び表示） 

第20条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始又は停止しようとするときは、一斉指令装

置により運転開始又は停止の通報を行わなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転開始から停止するまで、運転表示灯を点灯しておかな

ければならない。 

 

(本体施設運転中の巡視及び点検) 

第21条 工務第１課長は、本体施設の運転中、次の各号に掲げる設備について、１日１回以上

巡視し、点検しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 非常用電源設備 

(3) 気体廃棄設備 

(4) 液体廃棄設備 

(5) 圧縮空気設備 

 

（原子炉運転中の巡視） 

第21条 工務第１課長は、原子炉の運転開始後、次の各号に掲げる設備について、１日１回以

上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 非常用電源設備 

(3) 気体廃棄設備 

(4) 液体廃棄設備 

(5) 圧縮空気設備 

記載の明確化 

記載の明確化 

新検査制度施行に伴う記

載の明確化 

 

（運転停止後の措置） 

第22条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 中性子出力が正常に低下していること。 

(2) 安全棒又は安全板が完全に挿入されていること。 

(3) 炉心タンクの溶液燃料が排液されていること。 

２ 前項の確認を行った後、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を行

わないときは、別表第10に掲げる設備の状態について、それぞれ、巡視し、点検しなければな

らない。 

 

３ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、核燃料物質取扱施設のうち次の各号に掲げる設備

において、運転を停止した後は、別表第11に掲げる設備について、それぞれ、巡視し、点検し

なければならない。 

(1) 調整設備 

(2) 精製設備 

(3) 供給設備（Ⅰ） 

(4) 精製附属設備 

(5) 燃取補助設備 

(6) 粉末燃料取扱設備 

 

  

（運転停止後の措置） 

第22条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 炉心タンクの水位が零以下であること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

(3) 安全板が完全に挿入されていること。 

２ 前項の確認を行った後、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を

行わないときは、別表第10に掲げる設備の状態について、それぞれ点検しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACY更新に伴う運転形態

の変更 

 

 

 

 

 

核燃料物質取扱施設の運

転は行わないため削除 
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４ 工務第１課長は、第２項及び前項の巡視及び点検の結果を臨界技術第１課長に通報しなけ

ればならない。  

 

３ 工務第１課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報しなければならない。 項の繰上げに伴う記載の

適正化 

第３章 保守管理 

（記載なし） 

第３章 保守管理 

第22条の２ ～ 第22条の３ （変更なし） 

 

（記載なし） （施設管理実施計画等の策定） 

第22条の４ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌す

る設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなけれ

ばならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止

中の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関するこ

と。 

ト への確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

こと。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌する設備・機

器について、次の各号に掲げる事項を整理した設備保全整理表及び検査要否整理表を策定

しなければならない。 

イ 原子炉施設の工事の方法及び時期 

ロ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期 

３ 第１項及び前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理を

行う観点から特別な状態にある場合は、第７条の２の定めにより作成する年間運転計画に

おいて特別な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則

第９条第１項第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画並びに特別な設備保全整理表

及び検査要否整理表を定めることができる。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項から第３項の施設管理実施計画並びに設備保全整理表及び

検査要否整理表を取りまとめ、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

５ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術

部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

６ 臨界ホット試験技術部長は、第４項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

 

新検査制度施行に伴う追

加 
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同意を得なければならない。 

７ 臨界技術第１課長は、第４項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２

課長に通知しなければならない。 

第22条の５ ～ 第22条の７（記載なし） 

第23条   ～ 第26条  （省略） 

第22条の５ ～ 第26条 （省略）  

 

 

(本体施設停止中の巡視及び点検) 

第27条 工務第１課長は、本体施設の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備につい

て、１日１回以上巡視し、点検しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、本体施設の停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項について、１

日１回以上点検しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(2) 気体廃棄設備のうち、実験棟内の負圧に異常がないこと。 

(3) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の液位に異常な上昇がないこと。  

 

（原子炉停止中の巡視） 

第27条 工務第１課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備について、

１日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項について、１

日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(2) 気体廃棄設備のうち、実験棟内の負圧に異常がないこと。 

(3) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の液位に異常な上昇がないこと。 

記載の明確化 

新検査制度施行に伴う記

載の明確化 

 

 

 

記載の明確化 

新検査制度施行に伴う記

載の明確化 

（記載なし） （維持すべき機器等の管理） 

第27条の２ 臨界技術第１課長又は工務第１課長は、別表第15の３に掲げる機器等について、

同表に定める設置場所及び数量並びにそれらの機能を維持するよう管理しなければならな

い。 

２ 臨界技術第１課長又は工務第１課長は、前項の機器等に故障又は経年劣化による性能低

下が生じた場合は、修理又は代替品と交換しなければならない。 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

（記載なし） （自然現象等に備えた管理） 

第27条の３ 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹの周辺に森林火災が発生した場合に備えて、別

図第３に示した範囲に森林が拡大しないよう樹木を管理しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、竜巻（藤田スケールＦ１、最大風速 49 m/s）による飛来によって、

ＳＴＡＣＹに影響を及ぼすおそれがある物体に対して、飛来防止対策を講じなければなら

ない。 

３ 臨界技術第１課長は、飛来防止対策の実施状況について、定期事業者検査を受ける時期ご

とに巡視しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、火山の噴火に伴う降下火砕物を除去するための資機材について、管

理しなければならない。 

５ 工務第１課長は、地震による溢水対策として、極低レベル廃液貯槽の破損による放射性

液体廃棄物の管理区域外漏えいを防止するため、極低レベル廃液貯槽の貯留量を55ｍ３以下

で管理しなければならない。 

 

新規制基準対応に伴う追

加 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

第４章 燃料及び使用済燃料の管理 

（燃料及び使用済燃料の受入れ） 

第28条 臨界技術第１課長は、燃料及び使用済燃料を受入れるときは、福島技術開発試験部長

の承認を受けなければならない。 

 

 

２ 福島技術開発試験部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得

なければならない。 

 

３ 臨界技術第１課長は、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料を粉末燃料取扱設備にて受け入

れなければならない。 

 

４ 臨界技術第１課長は、燃料及び使用済燃料を受け入れようとするときは、次の各号に掲げる

事項について、検査しなければならない。 

 

 

(1) ウラン酸化物燃料 

イ ウラン酸化物燃料収納容器の数量 

ロ ウラン酸化物燃料収納容器の表面汚染 

ハ ウラン酸化物燃料収納容器の外観 

(2) 棒状燃料 

イ 棒状燃料の番号及び数量 

ロ 棒状燃料の表面汚染 

ハ 棒状燃料の外観 

 

 

 

 

(3) ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 

イ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料貯蔵容器の数量 

ロ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料貯蔵容器の表面汚染 

ハ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料貯蔵容器の外観 

(4) コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料 

イ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料収納容器の数量 

ロ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料収納容器の表面汚染 

ハ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料収納容器の外観 

(5) ディスク型ウラン黒鉛混合燃料 

第４章 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理 

（燃料又は使用済棒状燃料の受入れ） 

第28条 臨界技術第１課長は、燃料又は使用済棒状燃料を受け入れるときは、臨界ホット試験

技術部長の承認を受けなければならない。ただし、使用済棒状燃料の受入れは、核燃料施設

等における新規制基準の適用の考え方（平成25年11月6日、原子力規制庁）に示される適合確

認の完了後としなければならない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

 

 

 

 

３ 臨界技術第１課長は、燃料又は使用済棒状燃料を受け入れようとするときは、次の各号に

掲げる事項について、点検しなければならない。なお、受入れにおいては、臨界に達しない

ように燃料又は使用済棒状燃料を取り扱わなければならない。 

 

 

 

 

 

(1) 棒状燃料 

イ 棒状燃料の番号及び数量 

ロ 棒状燃料の表面汚染 

ハ 棒状燃料の外観 

(2) 使用済棒状燃料 

イ 使用済棒状燃料の番号及び数量 

ロ 使用済棒状燃料の表面汚染 

ハ 使用済棒状燃料の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定義に合わせた変更 

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料を追加 

 

 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合

酸化物燃料の受入れは行

わないため削除 

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料を追加、新検査

制度施行に伴う記載の明

確化 

 

ウラン酸化物燃料の受入

れは行わないため削除 

 

 

 

 

 

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料を追加 

 

 

ウラン・プルトニウム混合

酸化物燃料の受入れは行

わないため削除 

 

黒鉛混合燃料の受入れは

行わないため削除 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

イ ディスク型ウラン黒鉛混合燃料収納容器の数量 

ロ ディスク型ウラン黒鉛混合燃料収納容器の表面汚染 

ハ ディスク型ウラン黒鉛混合燃料収納容器の外観 

 

５ 臨界技術第１課長は、前項の検査の終了後、次の各号に掲げる事項について、福島技術開発

試験部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 検査の結果 

(3) 受け入れた燃料及び使用済燃料の種類及び数量 

(4) 貯蔵状況 

 

 

 

 

 

４ 臨界技術第１課長は、前項の点検の終了後、次の各号に掲げる事項について、臨界ホット

試験技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 点検の結果 

(3) 受け入れた燃料又は使用済棒状燃料の種類及び数量 

(4) 貯蔵状況 

 

 

 

 

新検査制度施行に伴う記

載の明確化 

 

 

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料を追加 

(燃料及び使用済み燃料の貯蔵) 

第29条 臨界技術第１課長は、燃料及び使用済燃料を貯蔵するときは、別表第16に掲げる貯蔵

設備で行い、かつ、同表に掲げる制限量を超えて貯蔵してはならない。 

 

 

 

 

２ 臨界技術第１課長は、燃料及び使用済燃料を貯蔵するときは、貯蔵設備に施錠し、別表第16

に掲げる貯蔵場所に、貯蔵上の注意事項を表示しなければならない。 

 

３ 臨界技術第１課長は、燃料及び使用済燃料の管理業務に従事する者以外の者が貯蔵設備に

立ち入るときは、燃料及び使用済燃料の管理業務に従事する者の指示に従わせなければなら

ない。  

 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵） 

第29条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を貯蔵す

るときは、臨界に達しないようにするため、別表第16に掲げる貯蔵設備で行い、かつ、同表

に掲げる制限量を超えて貯蔵してはならない。また、別表第16の２に掲げる溶液燃料の濃度

制限値を超えて貯蔵してはならず、溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度を別表第16の３

に掲げる濃度制限範囲とすることにより、いかなる場合でも臨界とならないよう貯蔵しなけ

ればならない。 

２ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を貯蔵すると

きは、貯蔵設備に施錠し、別表第16に掲げる貯蔵場所に、貯蔵上の注意事項を表示しなけれ

ばならない。 

３ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理業務に

従事する者以外の者が貯蔵設備に立ち入るときは、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使

用済棒状燃料の管理業務に従事する者の指示に従わせなければならない。 

 

定義に合わせた変更 

記載の明確化 

 

中性子吸収材による未臨

界確保を追加  

 

定義に合わせた変更（以下

同じ） 

 

(燃料及び使用済み燃料の貯蔵中の点検) 

第30条 臨界技術第１課長は、燃料及び使用済燃料の貯蔵中、６か月間に１回、次の各号に掲

げる事項について、点検しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中の点検）  

第30条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中、

６か月間に１回、次の各号に掲げる事項について、点検しなければならない。なお、点検に

おいては、臨界に達しないように燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を取

り扱わなければならない。 

(1) 棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 棒状燃料収納容器及び棒状燃料の種類及び数量 

ニ 棒状燃料の貯蔵状況 

(2) 溶液燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

定義に合わせた変更 

 

臨界管理に係る記載の明

確化 

 

STACYで使用する棒状燃料

と溶液系燃料として定義

したウラン酸化物燃料を

区別するため分けて記載 

 

記載順番の入替え 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

 

 

 

 

 

(1) ウラン酸化物燃料及び棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ ウラン酸化物燃料収納容器及び棒状燃料の数量 

ニ 燃料の貯蔵状況 

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 貯蔵容器の数量 

ニ 燃料の貯蔵状況 

(3) 溶液燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 溶液燃料の量 

(4) コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の数量 

ニ 使用済燃料の貯蔵状況  

 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 溶液燃料の量 

ニ 溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度 

 

 

(3) ウラン酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ ウラン酸化物燃料収納容器の数量 

ニ ウラン酸化物燃料の貯蔵状況 

(4) ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 貯蔵容器の数量 

ニ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の貯蔵状況 

 

 

 

 

(5) コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の数量 

ニ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の貯蔵状況 

(6) 使用済棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 使用済棒状燃料収納容器及び使用済棒状燃料の種類及び数量 

ニ 使用済棒状燃料の貯蔵状況 

 

 

可溶性中性子吸収材添加

による未臨界確保のため

の点検項目を追加  

記載順番の入替え 

 

 

 

棒状燃料を区別して記載  

記載順番の入替え 

 

 

 

記載の適正化 

記載順番の入替え 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料を追加 

(燃料の装荷) 

第31条 臨界技術第１課長は、燃料を炉心に装荷しようとするときは、次の各号に掲げる事項

について、確認しなければならない。 

(1) 均質炉心 

イ 燃料の種類 

ロ 燃料濃度 

ハ 硝酸濃度 

ニ 可溶性毒物の種類及び濃度 

（燃料の装荷） 

第31条 臨界技術第１課長は、燃料を炉心に装荷しようとするときは、次の各号に掲げる事項

について、確認しなければならない。 

(1) 未臨界板が挿入されていること。 

(2) 炉心証明書に記載された炉心配置であること。  

(3) 燃料に異常がないこと。 

 

 

 

STACY更新に伴う運転形態

の変更 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

(2) 非均質炉心 

イ 燃料の種類 

ロ 燃料濃度 

ハ 硝酸濃度 

ニ 可溶性毒物の種類及び濃度 

ホ 棒状燃料の装荷本数 

 

第５章 放射性廃棄物の保管 

第32条 ～ 第33条 （省略） 

第５章 放射性廃棄物の保管 

第32条 ～ 第33条 （省略） 

 

 

 

（記載なし） 第５章の２ 不使用設備の管理 

第33条の２ （省略） 

STACY更新に伴う不使用設

備の管理を追加 

   

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置 

(警報回路が作動した場合の措置) 

第34条 臨界技術第１課長は、別表第５に掲げる警報回路が作動したときは、その原因及び状

況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。この場合において、

その原因が特定施設にあるときは、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けたときは、正常状態に復帰させるための措置を講ずる

とともに、その原因及び状況並びに講じた措置を臨界技術第１課長に通報しなければならな

い。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項で作動した警報回路が正常に復帰できない場合は、警報原因

の区分に応じて別表第18に掲げる措置を講じなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、別表第18に掲げる措置により原子炉を手動停止したときは、第37条

に定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置 

（警報回路が作動した場合の措置） 

第34条 臨界技術第１課長は、別表第５に掲げる警報回路が作動したときは、その原因及び状

況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。この場合において、

その原因が特定施設にあるときは、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けたときは、正常状態に復帰させるための措置を講ずる

とともに、その原因及び状況並びに講じた措置を臨界技術第１課長に通報しなければならな

い。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項で作動した警報回路が正常に復帰できない場合は、警報原因

の区分に応じて別表第18に掲げる措置を講じなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、別表第18に掲げる措置により原子炉を手動停止したときは、第37条

に定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

 

 

同等の記載 

(安全回路が作動した場合の措置) 

第35条 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動したときは、その原因及び状況を調査しな

ければならない。この場合において、その原因が特定施設にある場合は、工務第１課長に通報

しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けた場合において、その原因が特定施設にあるときは、

その原因及び状況を調査し、復旧措置を講ずるとともに、その原因及び状況並びに講じた措置

を臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動した原因及びその状況の把握に努め、第37条に

定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

 

（安全保護回路が作動した場合の措置） 

第35条 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動したときは、その原因及び状況を調査しな

ければならない。この場合において、その原因が特定施設にある場合は、工務第１課長に通

報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けた場合において、その原因が特定施設にあるときは、

その原因及び状況を調査し、復旧措置を講ずるとともに、その原因及び状況並びに講じた措

置を臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動した原因及びその状況の把握に努め、第37条に

定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

同等の記載 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

第36条 （省略） 第36条 （省略）  

(原子炉が計画外停止した場合等の措置) 

第37条 臨界技術第１課長は、第35条に定める安全保護回路が作動したとき、第34条に定める

警報回路が復帰できずに原子炉を停止したとき、又は原子炉施設の保安を確保する必要から

計画外に原子炉を手動停止したとき（以下、この編において「計画外停止」という。）は、計

画外停止となった原因を除去するための措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる事項を確

認しなければならない。 

(1) 作動した安全保護回路の項目及びその原因 

(2) 中性子出力の正常な低下 

(3) 安全棒又は安全板の落下及び溶液燃料の排液 

 

 

 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止したときは、放射線管理第２課長に通報しなけ

ればならない。 

３ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けたときは、放射性物質の施設外及び施設内への

放出の有無を確認し、臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項の措置及び確認を行ったとき並びに前項の通報を受けたとき

は、福島技術開発試験部長、原子炉主任技術者及び施設安全課長に通報しなければならない。 

 

５ 福島技術開発試験部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

（原子炉が計画外停止した場合等の措置） 

第37条 臨界技術第１課長は、第35条に定める安全保護回路が作動したとき、第34条に定める

警報回路が復帰できずに原子炉を停止したとき又は原子炉施設の保安を確保する必要から計

画外に原子炉を手動停止したとき（以下、この編において「計画外停止」という。）は、計画

外停止となった原因を除去するための措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 作動した安全保護回路の項目及びその原因 

(2) 中性子出力の正常な低下 

(3) 安全板の完全挿入 

 

(4) 炉心タンク内の完全排水 

 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止したときは、放射線管理第２課長に通報しなけ

ればならない。 

３ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けたときは、放射性物質の施設外及び施設内への

放出の有無を確認し、臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項の措置及び確認を行ったとき並びに前項の通報を受けたとき

は、臨界ホット試験技術部長、原子炉主任技術者及び品質保証課長に通報しなければならな

い。 

５ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全棒がないため安全板

のみを記載 

軽水の排水を区別して記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

(計画外停止後に原子炉を再起動する場合の措置) 

第38条 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止した場合において、前条に定める措置を講

じた結果、原子炉の運転を再開しようとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなけれ

ばならない。 

(1) 安全保護回路及び警報回路が正常に復帰していること。 

(2) 作動した安全保護回路又は警報回路の計器及び原子炉の運転に係る放射線測定器の指

示が正常な値を示していること。 

(3) 第18条第１項及び第２項により確認した状態が維持されていること。 

２ 臨界技術第１課長は、前項の確認ののち、原子炉を再起動しようとするときは、福島技術

開発試験部長の承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、福島

技術開発試験部長の承認を受けないで原子炉を再起動することができる。 

(1) ＳＴＡＣＹ施設外で電気事故が発生し、その事故の波及又は波及防止の措置として原子

炉を停止したとき。 

(2) 自然災害（地震を除く）が発生し、その波及防止の措置として原子炉を停止したとき。 

３ 福島技術開発試験部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

（計画外停止後に原子炉を再起動する場合の措置） 

第38条 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止した場合において、前条に定める措置を講

じた結果、原子炉の運転を再開しようとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなけれ

ばならない。 

(1) 安全保護回路及び警報回路が正常に復帰していること。 

(2) 作動した安全保護回路又は警報回路の計器及び原子炉の運転に係る放射線測定器の指

示が正常な値を示していること。 

(3) 第18条第１項及び第２項により確認した状態が維持されていること。 

２ 臨界技術第１課長は、前項の確認ののち、原子炉を再起動しようとするときは、臨界ホッ

ト試験技術部長の承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、

臨界ホット試験技術部長の承認を受けないで原子炉を再起動することができる。 

(1) ＳＴＡＣＹ施設外で電気事故が発生し、その事故の波及又は波及防止の措置として原子

炉を停止したとき。 

(2) 自然災害（地震を除く。）が発生し、その波及防止の措置として原子炉を停止したとき。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

同等の記載 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

を得なければならない。 

 

を得なければならない。 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第39条 臨界技術第１課長は、第18条の原子炉運転開始前の巡視及び点検、第22条第２項の原

子炉停止後の巡視及び点検、第18条第３項の核燃料物質取扱施設運転開始前の巡視及び点検、

第22条第３項の核燃料物質取扱施設運転停止後の巡視及び点検並びに第43条１項の地震後の

点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための

措置を講じなければならない。また、その異常が特定施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、

工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第18条の原子炉運転開始前の巡視及び点検、第22条第２項の原子炉停

止後の巡視及び点検、第18条第３項の核燃料物質取扱施設運転開始前の巡視及び点検、第22

条第３項の核燃料物質取扱施設運転停止後の巡視及び点検、第21条の本体施設運転中の巡視

及び点検並びに第43条１項の地震後の点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況

を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

 

３ 臨界技術第１課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第55条第２項の定めにより放射

線管理第２課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異常

が原子炉の運転に支障を及ぼすと認めるときは、福島技術開発試験部長及び原子炉主任技術

者に通報しなければならない。 

４ 福島技術開発試験部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

  

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第39条 臨界技術第１課長は、第18条の運転開始前の措置、第22条の運転停止後の措置、第33

条の２の不使用設備の点検並びに第43条の自然現象等が発生した場合の措置の結果、異常を

認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなけれ

ばならない。また、その異常が特定施設に影響を及ぼすおそれのある場合は、工務第１課長

に通報しなければならない。 

 

２ 工務第１課長は、第18条の運転開始前の措置、第21条の原子炉運転日の巡視、第22条の運

転停止後の措置、第27条の原子炉停止中の巡視及び第43条の自然現象等が発生した場合の措

置の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための

措置を講ずるとともに、臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

 

 

 

３ 臨界技術第１課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条の定めにより放射線管理第

２課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異常が原子炉

の運転に支障を及ぼすと認めるときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通

報しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

 

条文変更に伴う記載の適

正化 

 

記載の適正化 

 

 

条文変更に伴う記載の変

更 

 

 

 

 

 

条文変更に伴う記載の適

正化 

 

（記載なし）  （火災発生時の措置） 

第39条の２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、施設に火災が発生

した場合は、第１編第40条に基づき関係者に通報するとともに、施設の安全を確保するため

の早期消火及び延焼の防止に努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中、施設内で火災が発生し、炉室の負圧が維持できな

くなる等、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがある場合、原子炉を停止しなければならな

い。 

３ 火災鎮火後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第

２課長は放射線管理施設を、それぞれ施設の損傷の有無を確認しなければならない。 

４ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、第２項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホ

ット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

新規制基準対応に伴う追

加 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

第３節 燃料及び使用済燃料の異常を認めた場合の措置 

(燃料及び使用済み燃料の点検等において異常を認めた場合の措置) 

 

第40条 臨界技術第１課長は、第28条第４項の燃料及び使用済燃料の受入れ検査、第30条の燃

料及び使用済燃料の貯蔵中の点検の結果、異常を認めたときは、次の各号に掲げる措置を講

ずるとともに、その状況を福島技術開発試験部長に報告し、原子炉主任技術者に通知しなけ

ればならない。 

(1) ウラン酸化物燃料、棒状燃料及びウラン・プルトニウム混合酸化物燃料、並びにコンパ

クト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料に異常を認めたときは、異常

な燃料及び使用済燃料と正常な燃料及び使用済燃料とを区別し、識別の容易な措置を講ずる

こと。 

(2) 溶液燃料に漏えい等の異常を認めたときは、漏えいした溶液燃料を回収する等の措置を

講ずること。 

(3) 汚染があるときは、放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

２ 臨界技術第１課長は、貯蔵設備において、漏えいが確認された場合、次の各号に掲げる措置

を講ずるとともに、その状況を福島技術開発試験部長に報告し、原子炉主任技術者に通知し

なければならない。 

(1) 漏えいした溶液燃料を回収する等の措置を講ずること。 

(2) 放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずること。 

第３節 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の異常を認めた場合の措置 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の点検等において異常を認めた場合

の措置） 

第40条 臨界技術第１課長は、第28条第３項の燃料又は使用済棒状燃料の受入れ検査、第30条

の燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中の点検等の結果、異常を認

めたときは、次の各号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況を臨界ホット試験技術部長

に報告し、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 燃料、ウラン酸化物燃料、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料、黒鉛混合燃料及び使

用済棒状燃料に異常を認めたときは、異常なものと正常なものとを区別し、識別の容易な

措置を講ずること。 

 

(2) 溶液燃料に漏えい等の異常を認めたときは、漏えいした溶液燃料を回収する等の措置を

講ずること。 

(3) 汚染があるときは、放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずるこ

と。 

定義に合わせた変更及び

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料を追加（以下同

じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前項に統合 

(燃料及び使用済み燃料の紛失を発見した場合の措置) 

第41条 臨界技術第１課長は、燃料及び使用済燃料の紛失を発見したときは、福島技術開発試

験部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の紛失を発見した場合の措置） 

第41条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の紛失

を発見したときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければなら

ない。 

定義に合わせた変更 

TCAから引き渡される使用

済棒状燃料を追加 

 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

第42条 （省略） 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

第42条 （省略） 

 

第５節 地震後の措置 

(地震後の措置) 

第43条 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、震度４以上の地震が発

生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第２

課長は放射線管理施設を点検し、ＳＴＡＣＹの保安に影響がないことを確認しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置 

（自然現象等が発生した場合の措置） 

第43条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長

は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならない。 

 

 

２ 竜巻に対して、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければ

ならない。 

(1) 竜巻によりＳＴＡＣＹに影響が及ぶおそれがある場合、臨界技術第１課長は、原子炉の

運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) 竜巻がＳＴＡＣＹ周辺を通過した場合又は通過したおそれがある場合、臨界技術第１課

 

新規制基準対応に伴う追

加（以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、福島技

術開発試験部長及び施設安全課長に通報しなければならない。 

  

長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、

それぞれ点検しなければならない。 

３ 火山の噴火に対して、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じな

ければならない。 

(1) ＳＴＡＣＹに影響を及ぼす降灰のおそれがある場合、臨界技術第１課長は、原子炉の運

転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) ＳＴＡＣＹに影響を及ぼす降灰があった場合、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第

１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければ

ならない。 

(3) 降下火砕物の荷重により、ＳＴＡＣＹに損傷を及ぼすおそれがある場合、臨界技術第１

課長は、降下火砕物の除去を行わなければならない。 

４ 原子力科学研究所内の森林火災、その他外部火災又は爆発が発生し、ＳＴＡＣＹに影響を

及ぼすおそれがある場合、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じ

なければならない。 

(1) 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。

また、外部火災の影響によるばい煙が制御室に侵入するおそれがある場合は、制御室の換

気空調設備を停止し、ダンパを閉止する。 

(2) 当該火災の終息後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射

線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならない。 

５ ＳＴＡＣＹに到達するおそれがある津波が発生した場合、次の各号に掲げる課長は、それ

ぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。 

(1) 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) 原子力科学研究所の敷地に津波が遡上したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工

務第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなけ

ればならない。 

６ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中、施設周辺で有毒ガスが発生した場合は、必要に応

じて原子炉を停止するとともに、運転要員を退避させる措置を講じなければならない。 

７ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、第１項から第５項の点検の結果を臨界技術第１

課長に通報しなければならない。 

８ 臨界技術第１課長は、第１項から第５項までの点検又は第６項の措置を行ったとき及び前

項の通報を受けたときは、臨界ホット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければなら

ない。 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

第44条 （省略） 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

第44条 （省略） 

 

 第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第45条 （省略） 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第45条 （省略） 

 

第７章 放射線管理 第７章 放射線管理  
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

第46条 ～ 第48条 （省略） 第46条 ～ 第48条 （省略） 
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溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

別表第１  炉心構成の条件（第５条関係） 

項 目 条 件 

(1) 炉心  

イ 均質炉心  

1) 溶液燃料の種類 ウラン硝酸水溶液 

2) 溶液燃料の濃縮度(235Ｕ) 
235Ｕ濃縮度約10wt％の場合 
235Ｕ濃縮度約6wt％の場合 

 

10±0.5wt％ 

6±0.3wt％ 

3) 溶液燃料の最大挿入量 
235Ｕ濃縮度約10wt％の場合 
235Ｕ濃縮度約6wt％の場合 

 

150kgU 

350kgU 

4) 溶液燃料の最大ウラン濃度 500gU/ℓ 

ロ 非均質炉心  

a) 溶液燃料  

1) 種類 ウラン硝酸水溶液 

2) 濃縮度(235Ｕ) 6±0.3wt％ 

3) 最大挿入量 200kgU 

4) 最大ウラン濃度 500gU/ℓ 

5) 可溶性毒物の最大濃度 溶液燃料に対する溶解度の1/5以下 

b) 棒状燃料  

1) 種類 二酸化ウラン 

2) 濃縮度(235Ｕ) 5wt％ 

3) 装荷本数 50本以上500本以下 

(2) 炉心タンク 600φ円筒型炉心タンク 

 280Ｔ平板型炉心タンク 

 800φ円筒型炉心タンク 

 350Ｔ相互干渉炉心用平板型炉心タンク 

 非均質円筒型炉心タンク 

(3) 最大過剰反応度 0.8ドル 

(4) 給液による最大添加反応度 0.2ドル 

(5) 安全棒又は安全板による停止時の中性子実 0.985以下 

効増倍率  

(6) 最大反応度効果を有する安全棒１本又は安 0.995以下 

全板１枚が挿入不能の場合の中性子実効増  

倍率  

(7) 制御設備による最大反応度添加率 3セント/s 

(8) 可動装荷物による最大反応度添加率 3セント/s 

(9) 可動装荷物の反応度価値 0.3ドル以下 

(10) 溶液燃料温度 40℃以下 

 

 

別表第１ 炉心構成の条件（第５条関係） 

項    目 条    件 

(1) 炉心 

イ ウラン棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量 

4) 挿入本数 

 

 

  ロ 中性子毒物添加棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量（燃料試料挿入管を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 最大過剰反応度 

 

(3) 安全板による停止時の中性子実効増倍率 

 

(4) 最大反応度価値を有する安全板１枚が挿入不能

の場合の中性子実効増倍率 

(5) 制御設備による最大反応度添加率 

(6) 可動装荷物による最大反応度添加率 

(7) 可動装荷物の反応度価値 

(8) 減速材及び反射材温度 

 

 

二酸化ウラン 

10wt％以下 

720kgＵ 

50本以上900本以下（ただし、140cm

超の給水によっても臨界とならな

い場合は900本以下） 

  

二酸化ウラン 

10wt％以下 

炉心に装荷する総ウラン重量（燃料

試料挿入管を含む。）の1/100以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8ドル 

 

0.985以下 

 

0.995以下 

 

３セント/s 

３セント/s 

0.3ドル以下 

70℃以下 
 

 

 

STACY更新に伴う運転形

態の変更 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

別表第２  安全保護回路の作動条件（第７条関係、第15条関係） 

項 目 作 動 条 件 解除の条件 

原

子

炉

ス

ク

ラ

ム 

起動系炉周期短 5秒以下 臨界未満状態でパ

ルス中性子実験を行

うとき。 

運転系対数出力系炉周

期短 

5秒以下 臨界未満状態でパ

ルス中性子実験を行

うとき。 

安全出力系出力高 原子炉出力200Wの110％以上 ――― 

積分出力高 原子炉積分出力が0.1kW･h以上 ――― 

炉心タンク液位高 炉心タンク内液位が給液制限触

針に達したとき。 

――― 

地震加速度（水平）大 0.25m/s2（25Gal）以上 ――― 

地震加速度（垂直）大 0.25m/s2（25Gal）以上 ――― 

電源電圧低 90V以下 ――― 

高圧電源電圧低 設定電圧の－10％以下 ――― 

手動スクラム スクラムボタンを押したとき。 ――― 

安全スイッチ スイッチボタンを押したとき。 ――― 

炉室(S)遮へい扉開 閉でない。 ――― 

炉下室(S)遮へい扉開 閉でない。 ――― 

同時運転禁止 ＴＲＡＣＹに切り換えたとき。 ――― 

 

 

 

 

別表第２ 安全保護回路の作動条件（第７条関係、第15条関係） 

項   目 作 動 条 件 解除の条件 

原 

 

子 

 

炉 

 

ス 

 

ク 

 

ラ 

 

ム 

起動系炉周期短 ５秒以下になったとき。 

臨界未満状態でパルス中性

子実験を行うとき。 

原子炉起動時の臨界未満状

態で起動用中性子源を挿入

するとき。 

運転系対数出力系炉周

期短 
５秒以下になったとき。 

臨界未満状態でパルス中性

子実験を行うとき。 

原子炉起動時の臨界未満状

態で起動用中性子源を挿入

するとき。 

安全出力系出力高 
200Ｗの110％以上になったと

き。 
――― 

積分出力高 0.1kW・ｈ以上になったとき。 ――― 

炉心タンク水位高 
最大給水制限スイッチが炉心タ

ンク内水位を検知したとき。 
――― 

地震加速度（水平）大 
0.25ｍ／s２（25Gal）以上の水平

地震が発生したとき。 
――― 

地震加速度（垂直）大 
0.25ｍ／s２（25Gal）以上の垂直

地震が発生したとき。 
――― 

電源電圧低 90V以下になったとき。 ――― 

高圧電源電圧低 
設定電圧の－10％以下になった

とき。 
――― 

手動スクラム スクラムボタンを押したとき。 ――― 

安全スイッチ スイッチボタンを押したとき。 ――― 

炉室（Ｓ）遮蔽扉開 閉でない。 ――― 

炉下室（Ｓ）遮蔽扉開 閉でない。 ――― 
 

 

 

 

 

記載の適正化 

原子炉起動時は起動用中

性子源の挿入によりみか

け上、炉周期が短くなる

ので、解除条件として追

加 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

STACY更新に伴う運転形

態の変更 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

TRACYの廃止措置移行に

伴い同時運転禁止の削除 

 

 

別表第３ ～ 別記様式４ （省略） 別表第３ ～ 別記様式４ （省略）  
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

別表第５  警報回路の作動条件（第16条関係） 

  項  目  作 動 条 件 

起 動 系 
炉周期短 20秒以下 

高圧電源電圧低 設定電圧の-5％以下 

運転系線型

出力系 

測定範囲逸脱 各測定レンジの10％以下又は90％以上 

高圧電源電圧低 設定電圧の-5％以下 

運転系対数

出力系 

炉周期短 20秒以下 

高圧電源電圧低 設定電圧の-5％以下 

安全出力系 

出 力 高 原子炉出力180W以上 

積分出力高 原子炉積分出力40W･h以上 

高圧電源電圧低 設定電圧の-5％以下 

炉心タンク液位高 炉心タンク内液位が予想臨界液位の1/2以上 

 炉 心 温 度 高 40℃以上 

溶液燃料漏えい検知器（炉室

フード）液位検知 
100cc以上 

溶液燃料漏えい検知器（燃料

取扱ボックス）液位検知 
100cc以上 

溶液燃料漏えい検知器（給排

液ヘッダボックス）液位検知 
100cc以上 

溶液燃料漏えい検知器（炉下

室(S) 貯槽室－１）液位検知 
100cc以上 

高速給液流量大 炉心タンク液位上昇速度１mm/s相当流量以上 

低速給液流量Ａ大 
反応度添加率3ｾﾝﾄ/s以下及び炉心タンク液位上昇 

速度0.5mm/s以下に相当する流量以上 

低速給液流量Ｂ大 
反応度添加率3ｾﾝﾄ/s以下及び炉心タンク液位上昇 

速度0.5mm/s以下に相当する流量以上 
 

別表第５ 警報回路の作動条件（第16条関係） 

項    目 作  動  条  件 

起 動 系 
炉周期短 20秒以下になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

運転系線型

出力系 

測定範囲逸脱 
各測定レンジの10％以下又は90％以上になったと

き。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

運転系対数

出力系 

炉周期短 20秒以下になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

安全出力系 

出 力 高 原子炉出力180Ｗ以上になったとき。 

積分出力高 原子炉積分出力40Ｗ・ｈ以上になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

炉心タンク水位高 
炉心タンク内水位が予想臨界水位の3/4以上にな

ったとき。 

高速給水流量高 
炉心タンク水位上昇速度2.5mm／ｓに相当する流

量以上になったとき。 

低速給水流量高 

反応度添加率３セント／ｓ及び炉心タンク水位上

昇速度１mm／ｓに相当する流量以上になったと

き。 

炉心温度高 70℃以上になったとき。 

ダンプ槽温度高 70℃以上になったとき。 
 

 

 

記載の適正化（以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACY更新に伴う運転形

態の変更（以下同じ） 

 

 

別表第６  炉室の負圧の維持の基準（第17条関係） 

項 目 維 持 基 準 

炉室内の圧力 
-49～-245Ｐａ 

（水柱-5mm～-25mm） 
 

別表第６ 炉室の負圧の維持の基準（第17条関係） 

項  目 維 持 管 理 値 

炉室内の圧力 
－49 ～ －245Pa 

（水柱－５mm ～ －25mm） 
 

 

記載の適正化 

別表第７ （省略） 別表第７ （省略）  

別表第８  原子炉起動時に正常な状態であることを確認すべき施設・設備（第18条関係） 

施 設 設 備 

 

 

本体施設 

（臨界技術第１課長） 

原子炉本体 
炉心タンク 

炉心水槽 

計測制御系統施設 
中性子計測設備 

制御設備 

安全保護回路 

気体廃棄施設 気体廃棄物処理設備 

別表第８ 原子炉起動時に正常な状態であることを確認すべき施設・設備（第18条関係） 

施   設 設   備 

本体施設 

原子炉本体 炉心タンク 

計測制御系統施設 

中性子計測設備 

制御設備 

安全保護回路 

気体廃棄施設 気体廃棄物処理設備 

 

 

STACY更新に伴う運転形

態の変更 

 

記載の適正化 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

 

特定施設 

（工務第１課長） 

受変電設備 

非常用電源設備 

気体廃棄設備 

液体廃棄設備 

圧縮空気設備 
 

特定施設 

受変電設備 

非常用電源設備 

気体廃棄設備 

液体廃棄設備 

圧縮空気設備 
 

 

 

 

記載の適正化 

 

別表第９ （省略） 別表第９ （省略）  

別表第10  原子炉運転停止後の本体施設及び特定施設の点検（第22条関係） 

施 設 区 分 設 備 等 確認すべき設備状態 

本体施設 

（臨界技術第１課長） 
供給設備（Ⅰ） (1) 貯槽の液位 

 

 

特定施設 

（工務第１課長） 

受変電設備 (1) 電源の電圧 

非常用電源設備 
(1) 表示灯の確認 

(2) 電源の確認 
気体廃棄設備 (1) 排風機の作動状態 

液体廃棄設備 
(1) 貯槽の液位 

(2) 漏洩の有無 
圧縮空気設備 (1) 圧縮機の作動状態 

 

別表第10 原子炉運転停止後の本体施設及び特定施設の点検（第22条関係） 

施 設 区 分 設 備 等 確認すべき設備状態 

本体施設 制御設備 ダンプ槽の水位 

特定施設 

受変電設備 電源の電圧 

気体廃棄設備 排風機の作動状態 

液体廃棄設備 貯槽の液位 

圧縮空気設備 圧縮機の作動状態 
 

 

 

STACY更新に伴う運転形

態の変更 

 

STACY更新に伴う運転形

態の変更 

 

漏えい警報装置を別表第

15の3に追加したため削

除 

別表第11 ～ 別表第15 （省略） 

別表第15の２ （記載なし） 

別表第11 ～ 別表第15の２ （省略）  

（記載なし） 別表第15の３ 維持すべき機器等（第27条の２関係） 

分    類 種    類 設 置 場 所 数 量 

避難用の照明＊１ 

保安灯 
実験棟Ａ 40台 

実験棟Ｂ 16台 

非常用照明灯 
実験棟Ａ 145台 

実験棟Ｂ 98台 

誘導灯 
実験棟Ａ 74台 

実験棟Ｂ 53台 

可搬式の 

仮設照明＊１ 

懐中電灯 実験棟入口付近 ２台 

仮設照明（蓄電池式） 実験棟入口付近 １台 

通信連絡設備＊２ 
一斉放送装置 

放送端末 制御室 １台 

スピーカ 
実験棟Ａ 52台 

実験棟Ｂ 46台 

ページング装置 実験棟Ａ 47台 

新規制基準対応に伴う追

加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

実験棟Ｂ 38台 

施設間通信 

連絡設備 

固定電話 事故現場指揮所 １台 

携帯電話 事故現場指揮所 １台 

溢水防護設備 マンホール蓋 実験棟Ｂ ２枚 

漏えい警報装置 副警報盤＊３ 管理棟 １台 

＊１：別図第４に配置を示す。 

＊２：別図第５に配置を示す。 

＊３：この表において副警報盤とは、廃液貯槽（中レベル廃液系、低レベル廃液系、極低レベ

ル廃液系、有機廃液系）及びＵ溶液貯槽の漏えい検知器に関するものをいう。 

別表第16  貯蔵施設における燃料及び使用済燃料の貯蔵制限量（第29条関係） 

 

 
種 類 

貯 蔵 施 設 
制 限 量 貯蔵場所 貯蔵設備 

棒状燃料 ウラン濃縮度 約5wt% 炉室（Ｓ） 
棒状燃料貯蔵設備 

棒状燃料収納容器 
294kgU 

 

 

溶液燃料 

 

ウラン濃縮度 約10wt% 

（ＴＲＡＣＹと共用） 

溶液貯蔵室－７ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
165kgU 

溶液貯蔵室－９ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
165kgU 

ウラン濃縮度 約6wt% 溶液貯蔵室－９ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
500kgU 

ウラン・

プルトニ

ウム混合

酸化物燃 

料 

 

プルトニウム 

 

Ｐｕ保管室－３ 

粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 

 

60kgPu 

 

劣化ウラン 

 

Ｐｕ保管室－３ 

粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 

 

180kgU 

 

ウラン酸

化物燃料 

 

ウラン濃縮度 約1.5wt% 

（ＴＲＡＣＹと共用） 

 

Ｕ保管室 

ウラン酸化物燃料

貯蔵設備 

ウラン酸化物燃料 

収納架台 

 

92kgU 

コンパク

ト型ウラ

ン黒鉛混

合燃料 

 

 

ウラン濃縮度 約2～6wt% 

 

 

Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛

混合燃料貯蔵設備

コンパクト型ウラ

ン黒鉛混合燃料収 

納架台 

 

 

260kgU 

別表第16 貯蔵施設における燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵制

限量（第29条関係） 

種    類 
貯 蔵 施 設 

制 限 量 
貯蔵場所 貯蔵設備 

棒状燃料 
ウラン濃縮度 

約 5wt% 
炉室（Ｓ） 

棒状燃料貯蔵設備 

棒状燃料収納容器 
294kgU 

溶液燃料 

ウラン濃縮度 

約 10wt% 

溶液貯蔵室－７ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

溶液貯蔵室－９ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

ウラン濃縮度 

約 6wt% 
溶液貯蔵室－９ 

溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
500kgU 

ウラン・プル

トニウム混合

酸化物燃料 

プルトニウム Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
60kgPu 

劣化ウラン Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
180kgU 

ウラン酸化物

燃料 

ウラン濃縮度 

約 1.5wt% 
Ｕ保管室 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備 

ウラン酸化物燃料収納架台 
92kgU 

コンパクト型

ウラン黒鉛混

合燃料 

ウラン濃縮度 

約 2～6wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

コンパクト型ウラン黒鉛混

合燃料収納架台 

260kgU 

TCAから引き渡される使

用済棒状燃料を追加（表

中において以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

ディスク

型ウラン

黒鉛混合

燃料 

 

 

ウラン濃縮度 約20wt% 

 

 

Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛

混合燃料貯蔵設備

ディスク型ウラン

黒鉛混合燃料収納 

架台 

 

 

67kgU 

 

ディスク型 

ウラン黒鉛 

混合燃料 

ウラン濃縮度 

約 20wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

ディスク型ウラン黒鉛混合

燃料収納架台 

67kgU 

酸化ウラン 

燃料 

ウラン濃縮度 

約 0.7～3.2wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
2092kgU 

ウラン・プル

トニウム混合

酸化物燃料 

プルトニウム富化度 

約 1.2～4.7wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
1kgPu 

ウラン濃縮度 

約 0.7wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
37kgU 

酸化トリウム 

燃料 
トリウム Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
40kgTh 

 

 

 

 

 

別表第16の２ ～ 別表第16の３（記載なし） 

別表第17（省略） 

別表第16の２ ～ 別表第16の３ （省略） 

別表第17 （省略） 

 

（記載なし） 別表第17の２ 不使用設備（第33条の２関係） 

旧施設区分 旧設備名称 設備・機器 

（削る） 
（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設 

調整設備 

戻液受槽 

Ｕ溶液受槽Ａ 

Ｕ溶液受槽Ｂ 

Ｕ濃縮缶 

Ｕ濃縮缶デミスタ 

Ｕ濃縮液槽 

Ｕ凝縮液槽 

Ｕ凝縮器 

Ｕ濃縮液冷却器 

ライン混合器 

Ｕ溶液ポット 

 

STACY更新に伴う不使用

設備の管理の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

Ｕ溶液中間槽 

Ｕ濃縮液ポット 

Ｕ濃縮液中間槽 

溶液払出ポット 

溶液払出中間槽 

戻液ポット 

戻液中間槽 

Ｐｕ溶液受槽Ａ＊ 

Ｐｕ溶液受槽Ｂ＊ 

Ｐｕ濃縮缶＊ 

Ｐｕ濃縮液槽＊ 

Ｐｕ凝縮液槽＊ 

Ｐｕ溶液ポット＊ 

Ｐｕ溶液中間槽＊ 

Ｐｕ濃縮液ポット＊ 

Ｐｕ濃縮液中間槽＊ 

精留塔＊ 

Ｐｕ凝縮器＊ 

Ｐｕ濃縮液冷却器＊ 

混合槽 

溶液払出槽 

ノックアウトポット（Ⅰ） 

ノックアウトポット（Ⅱ） 

ノックアウトポット（Ⅲ） 

ノックアウトポット（Ⅳ） 

調整設備グローブボックス（Ⅰ） 

調整設備グローブボックス（Ⅱ） 

調整設備グローブボックス（Ⅲ） 

調整設備グローブボックス（Ⅳ） 

調整設備グローブボックス（Ⅴ） 

調整設備グローブボックス（Ⅵ） 

サンプリング用グローブボックス（Ⅰ） 

配管・弁 

精製設備 

調整液槽 

抽出器 

抽残液洗浄器 

 

STACY更新に伴う不使用

設備の管理の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

抽残液槽Ａ 

抽残液槽Ｂ 

Ｐｕ逆抽出器＊ 

Ｐｕ溶液洗浄器＊ 

Ｕ溶媒槽Ａ 

Ｕ溶媒槽Ｂ 

Ｕ溶媒槽Ｃ 

Ｕ逆抽出器 

Ｕ溶液洗浄器 

調整液ろ過器 

調整液ポット 

調整液中間槽 

Ｕ溶媒ポット 

Ｕ溶媒中間槽 

ノックアウトポット 

ミキサセトラドレン回収ポット（Ⅰ） 

ミキサセトラドレン回収ポット（Ⅱ） 

精製設備グローブボックス（Ⅰ） 

精製設備グローブボックス（Ⅱ） 

精製設備グローブボックス（Ⅲ） 

サンプリング用グローブボックス（Ⅲ） 

配管・弁 

供給設備（Ⅰ） 

ダンプ槽ⅠＡ 

ダンプ槽ⅠＢ 

ダンプ槽Ⅱ 

よう素吸着塔 

燃料取扱ボックス 

給排液ヘッダボックス 

配管・弁 

調整附属設備 

Ｕ溶解槽 

Ｐｕ溶解槽＊ 

還元槽＊ 

ろ過器（Ⅰ）Ａ 

ろ過器（Ⅰ）Ｂ 

ろ過器（Ⅱ） 

ろ過器（Ⅲ）＊ 

 

STACY更新に伴う不使用

設備の管理の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

フィルタボックス＊ 

Ｐｕエアフィルタ＊ 

送液ポット 

溶解液計量槽 

Ｕ溶解オフガス凝縮器 

Ｕ溶解オフガス分離器 

調整附属設備グローブボックス（Ⅰ） 

調整附属設備グローブボックス（Ⅱ）＊ 

中間ポット用グローブボックス＊ 

Ｐｕブロワ用グローブボックス＊ 

配管・弁 

精製附属設備 

廃溶媒槽 

溶媒洗浄器 

溶媒槽 

溶媒洗浄廃液洗浄器 

洗浄溶媒中間槽 

洗浄廃液ポット 

洗浄廃液中間槽 

水分払出ポット 

水分払出中間槽 

油分払出ポット 

油分払出中間槽 

廃溶媒ポット 

廃溶媒中間槽 

廃希釈剤ポット 

廃希釈剤中間槽 

洗浄廃液槽Ａ 

洗浄廃液槽Ｂ 

廃希釈剤槽Ａ 

廃希釈剤槽Ｂ 

ＴＢＰ吸着塔Ａ 

ＴＢＰ吸着塔Ｂ 

希釈剤槽 

油水受槽（Ⅰ） 

油水受槽（Ⅱ） 

油水分離槽 

 

STACY更新に伴う不使用

設備の管理の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

油水中間ポット 

溶媒ろ過器（Ⅰ） 

溶媒ろ過器（Ⅱ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅱ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅲ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅳ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅴ） 

配管・弁 

燃取補助設備 

ウラナス電解槽 

ウラナス供給槽 

ウラナス供給ラインヒータ 

燃取補助設備グローブボックス（Ⅲ） 

配管・弁（溶液系燃料の管理に供しない範囲） 

粉末燃料取扱設備 

開梱エリアクレーン＊ 

払出エリアクレーン＊ 

リフター＊ 

移送トンネル＊ 

粉末燃料取扱設備グローブボックス（Ⅰ）＊ 

粉末燃料取扱設備グローブボックス（Ⅱ）＊ 

配管・弁＊ 

溶液燃料貯蔵設備 

Ｐｕ溶液貯槽＊ 

Ｐｕ溶液貯槽（予備槽）＊ 

Ｐｕ溶液較正ポット＊ 

ノックアウトポット（Ⅱ）＊ 

Ｕ溶液貯槽（Ⅲ）＊ 

溶液燃料貯蔵設備グローブボックス（Ⅲ）＊ 

配管・弁（溶液系燃料の管理に供しない範囲）＊ 

計測制御 

系統施設 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

制御設備 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

 

STACY更新に伴う不使用

設備の管理の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

高速給液ポンプ 

低速給液ポンプＡ 

低速給液ポンプＢ 

配管・弁 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

気体廃棄物廃棄施設 

（槽ベント設備Ａ） 

ベントガスコンデンサ 

よう素吸着塔 

減衰管 

配管・弁 

液体廃棄物廃棄設備

（α廃液系設備） 

濃縮廃液貯槽Ａ＊ 

アメリシウム廃液貯槽Ａ＊ 

アメリシウム廃液貯槽Ｂ＊ 

有機廃液貯槽（Ａ）－１＊ 

有機廃液貯槽（Ａ）－２＊ 

廃液蒸発装置（回収水調整槽）＊ 

液体廃棄物廃棄設備グローブボックス（Ⅲ）＊ 

廃液貯蔵フード＊ 

配管・弁＊ 

その他原子炉の

附属施設 

実験設備 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

実験用装荷物駆動装置Ⅰ 

反射体＊ 

吸収体＊ 

換気空調設備 

排気フィルタユニット（実験棟Ａグローブボッ

クス第１排気系）＊ 

常用排風機Ａ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

常用排風機Ｂ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

 

STACY更新に伴う不使用

設備の管理の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

補助排風機Ａ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

補助排風機Ｂ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

ダクト＊ 

分析設備 

（分析試料受入装置） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅰ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅱ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅲ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅳ）） 

分析試料受入装置 

（試料搬出用グローブボックス） 

分析試料受入装置 

（ＳＴＡＣＹ炉下室給排液ヘッダボックス） 

分析試料受入装置 

（ＴＲＡＣＹ炉下室給排液ヘッダボックス） 

配管・弁 

（削る） 

メンテナンスグローブボックス 

＊：汚染閉じ込め管理を必要としない設備・機器であるため、第33条の２第３項の点検対象外

とする。 

 

STACY更新に伴う不使用

設備の管理の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

別表第18  警報回路が復帰できなかったときの措置（第34条関係） 

警報原因の区分 措置 警報回路の項目 運転継続又は停止の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉施設の保

安に影響を及ぼ

すと考えられる

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転停止 

起 動 系 
炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

運転系線型

出力系 

測定範囲逸脱 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

運転系対数

出力系 

炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

 

 

安全出力系 

出 力 高 
ただし、出力180W～200Wの 

運転を行う場合は運転継続 

 

積分出力高 

ただし、積分出力40W･h～ 

0.1kW･hの運転を行う場合 

は運転継続 
高圧電源電圧低 ――― 

 炉 心 温 度 高 ――― 

溶液燃料漏えい検知器（炉室

フード）液位検知 
――― 

溶液燃料漏えい検知器（燃料

取扱ボックス）液位検知 
――― 

溶液燃料漏えい検知器（給排

液ヘッダボックス）液位検知 
――― 

溶液燃料漏えい検知器（炉下

室(S) 貯槽室－１）液位検知 
――― 

高速給液流量大 ――― 

低速給液流量Ａ大 ――― 

低速給液流量Ｂ大 ――― 

原子炉施設の保

安に影響を与え 

ない場合 

 

運転継続 

 

炉心タンク液位高 
正常状態であるため運転

継続 
 

別表第18 警報回路が復帰できなかったときの措置（第34条関係） 

警報原因の区分 措置 警報回路の項目 運転継続又は停止の条件 

原子炉施設の保

安に影響を及ぼ

すと考えられる

場合 

運転停止 

起動系 
炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

運転系線

型出力系 

測定範囲逸脱 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

運転系対

数出力系 

炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

安全出力

系 

出 力 高 
ただし、出力180Ｗ～200Ｗの

運転を行う場合は運転継続 

積分出力高 

ただし、積分出力40Ｗ・ｈ～

0.1kW・ｈの運転を行う場合

は運転継続 

高圧電源電圧低 ――― 

高速給水流量高 ――― 

低速給水流量高 ――― 

炉心温度高 ――― 

ダンプ槽温度高 ――― 

原子炉施設の保

安に影響を与え

ない場合 

運転継続 炉心タンク水位高 正常状態であるため運転継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STACY更新に伴う運転形

態の変更（以下同じ） 

 

別表第19 ～ 別表第21 （省略） 別表第19 ～ 別表第21 （省略）  

別図第１（その１） ～ 別図第２（その４） （省略） 別図第１（その１） ～ 別図第２（その４） （省略）  
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

 

 

別図第３ ＳＴＡＣＹ周辺に係る樹木の管理の範囲 

 

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
４
（
そ
の
１
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
避
難
用
の
照
明
の
配
置
図
（
実
験
棟
地
下
１
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
４
（
そ
の
２
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
避
難
用
の
照
明
の
配
置
図
（
実
験
棟
中
地
下
１
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
４
（
そ
の
３
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
避
難
用
の
照
明
の
配
置
図
（
実
験
棟
１
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
４
（
そ
の
４
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
避
難
用
の
照
明
の
配
置
図
（
実
験
棟
２
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
４
（
そ
の
５
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
避
難
用
の
照
明
の
配
置
図
（
実
験
棟
３
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
５
（
そ
の
１
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
通
信
連
絡
設
備
の
配
置
図
（
実
験
棟
地
下
１
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
５
（
そ
の
２
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
通
信
連
絡
設
備
の
配
置
図
（
実
験
棟
中
地
下
１
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

 

 

別
図
第
５
（
そ
の
３
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
通
信
連
絡
設
備
の
配
置
図
（
実
験
棟
１
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

 

新規制基準対応に伴う追

加 

別
図
第
５
（
そ
の
４
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
通
信
連
絡
設
備
の
配
置
図
（
実
験
棟
２
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 溶液系ＳＴＡＣＹと更新ＳＴＡＣＹの比較表 

溶液系ＳＴＡＣＹ 更新ＳＴＡＣＹ 備 考 

  

 

新規制基準対応に伴う追

加 

 

 

別
図
第
５
（
そ
の
５
）
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｃ
Ｙ
の
通
信
連
絡
設
備
の
配
置
図
（
実
験
棟
３
階
平
面
図
）
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定 

（第11編 ＳＴＡＣＹの管理） 

 

先行使用と運転再開の対比表 

 

 

 

 

令和４年６月 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

別紙２ 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

第11編 ＳＴＡＣＹの管理 

目 次 

第１章 通則（第１条－第９条の２） 

第２章 運転管理 

第１節 削除 

第２節 削除 

第３節 削除 

第４節 運転上の条件（第17条） 

第５節 削除 

第３章 保守管理（第22条の２－第27条の３） 

第４章 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理（第28条－第31条） 

第５章 放射性廃棄物の保管（第32条・第33条） 

第５章の２ 不使用設備の管理（第33条の２） 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置（第36条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第39条・第39条の２） 

第３節 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の異常を認めた場合の措置（第40条・第41条） 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置（第42条） 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置（第43条） 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第44条） 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第45条） 

第７章 放射線管理（第46条－第48条） 

 

第11編 ＳＴＡＣＹの管理 

目 次 

第１章 通則（第１条－第９条の３） 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限（第10条） 

第２節 炉心装荷物の制限（第11条） 

第３節 削除 

第４節 運転上の条件（第15条－第17条） 

第５節 運転（第18条－第22条） 

第３章 保守管理（第22条の２－第27条の３） 

第４章 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理（第28条－第31条） 

第５章 放射性廃棄物の保管（第32条・第33条） 

第５章の２ 不使用設備の管理（第33条の２） 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置（第34条－第38条） 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置（第39条・第39条の２） 

第３節 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の異常を認めた場合の措置（第

40条・第41条） 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置（第42条） 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置（第43条） 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置（第44条） 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置（第45条） 

第７章 放射線管理（第46条－第48条） 

 

 

 

運転再開に伴う運転条項

の追加（以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

使用済棒状燃料の追加 

 

 

 

運転再開に伴う運転条項

の追加 

使用済棒状燃料の追加 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 この編において「溶液系ＳＴＡＣＹ」とは、ウラン・プルトニウム燃料タンク型の臨

界実験装置（平成21年３月11日付け20諸文科科第2058号以前に許可を受けたもの）をいう。 

２ この編において「燃料」とは、ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料をいう。また、「溶液系燃料」

とは、溶液系ＳＴＡＣＹで使用した溶液燃料及び溶液燃料の原材料であるウラン酸化物ペレ

ット（以下「ウラン酸化物燃料」という。）及びウラン・プルトニウム混合酸化物粉末（以下

「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料」という。）をいう。なお、溶液系燃料はＳＴＡＣＹ

では使用しない。 

３ この編において「黒鉛混合燃料」とは、ＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用済ウラン黒

鉛混合燃料のコンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料をいう。

なお、黒鉛混合燃料はＳＴＡＣＹでは使用しない。 

 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 この編において「溶液系ＳＴＡＣＹ」とは、ウラン・プルトニウム燃料タンク型の臨

界実験装置（平成21年３月11日付け20諸文科科第2058号以前に許可を受けたもの）をいう。 

２ この編において「燃料」とは、ＳＴＡＣＹで使用する棒状燃料をいう。また、「溶液系燃料」

とは、溶液系ＳＴＡＣＹで使用した溶液燃料及び溶液燃料の原材料であるウラン酸化物ペレ

ット（以下「ウラン酸化物燃料」という。）及びウラン・プルトニウム混合酸化物粉末（以下

「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料」という。）をいう。なお、溶液系燃料はＳＴＡＣＹ

では使用しない。 

３ この編において「黒鉛混合燃料」とは、ＶＨＴＲＣ施設から引き渡された使用済ウラン黒

鉛混合燃料のコンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料をいう。

なお、黒鉛混合燃料はＳＴＡＣＹでは使用しない。 

４ この編において「使用済棒状燃料」とは、ＴＣＡ施設から引き渡された酸化ウラン燃料、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済棒状燃料の定義を
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

 

 

 

 

 

 

４ この編において「不使用設備」とは、ＳＴＡＣＹの運転並びに燃料、溶液系燃料及び黒鉛

混合燃料の管理・使用には供しない設備（別表第17の２に掲げる設備）をいう。なお、解体

後の不使用設備は不使用設備ではなく廃棄物として管理する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料及び酸化トリウム燃料をいう。なお、使用済棒状燃料

はＳＴＡＣＹでは使用しない。 

５ この編において「可動装荷物」とは、原子炉の運転中に移動させることができる実験用装

荷物であって、「原子力科学研究所ＳＴＡＣＹ可動装荷物等設計・製作基準」に従って設計・

製作されたものをいう。 

６ この編において「サンプル棒」とは、可動装荷物を収納する装置をいう。 

７ この編において「不使用設備」とは、ＳＴＡＣＹの運転並びに燃料、溶液系燃料、黒鉛混

合燃料及び使用済棒状燃料の管理・使用には供しない設備（別表第17の２に掲げる設備）を

いう。なお、解体後の不使用設備は不使用設備ではなく廃棄物として管理する。 

 

追加 

 

可動装荷物の定義を追加 

 

 

サンプル棒の定義を追加 

項番号の繰下げ及び使用

済棒状燃料の追加 

（適用範囲） 

第１条の２ この編は、ＳＴＡＣＹの更新工事が完了するまで適用し、原子炉の運転に着手

する前に変更しなければならない。 

 

（削る） 本変更認可申請が当該変

更のため 

第２条 （記載省略） 第２条 （変更なし） 

 

 

 

第３条 削除 

 

（要員の配置） 

第３条 臨界技術第１課長は、次の各号に掲げるときは、所管する原子炉の運転等に必要な知

識を有する者（原子炉の運転管理に関する２か月以上の実務研修並びに設置許可書、保安規

定、施設概要、運転管理、保守管理及び非常時の措置に係る３日以上の教育研修を受けた者）

を制御室に配置しなければならない。 

(1) 第18条第１項の定めにより運転開始前の措置を行うとき。 

(2) 原子炉の運転を開始してから、第22条第１項及び第２項の規定により運転停止後の措置

を確認するまで。 

２ 臨界技術第１課長は、前項第２号に該当するときは、制御室に２人以上の運転要員を配置

しなければならない。 

３ 工務第１課長は、第１項第２号に掲げる場合は、工務監視室に１人以上の運転要員を配置

しなければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

（手引の作成） 

第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の第３号から第７号に掲げる事項につい

て定めたＳＴＡＣＹ本体施設運転手引を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

（手引の作成） 

第４条 臨界技術第１課長は、本体施設に関し、次の各号に掲げる事項について定めたＳＴ

ＡＣＹ本体施設運転手引を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならな

い。これを変更しようとするときも同様とする。 

(1) 運転開始前及び運転停止後に確認すべき事項 

(2) 運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

 

原子炉運転に関する変更 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

(5) 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理に関する事項 

(6) 可燃物の管理に関する事項 

(7) 不使用設備の管理に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特

定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡ

ＣＹ原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけ

ればならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をした

ときは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

(5) 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理に関する事項 

(6) 可燃物の管理に関する事項 

(7) 不使用設備の管理に関する事項 

２ 工務第１課長は、特定施設に関し、前項第１号から第４号に掲げる事項について定めた特

定施設運転手引を作成し、工務技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

３ 工務技術部長は、前項の承認をしようとするときは、臨界ホット試験技術部長の同意を得

なければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認又は前項の同意をしようとするときは、ＳＴＡ

ＣＹ原子炉主任技術者（以下この編において「原子炉主任技術者」という。）の同意を得なけ

ればならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は第１項の承認をしたとき、工務技術部長は第２項の承認をし

たときは、それぞれ所長に報告しなければならない。 

 

使用済棒状燃料の追加 

 

第５条 削除 

（炉心構成書） 

第５条 臨界ホット試験技術部長は、新炉心を構成しようとするときは、次の各号に掲げる事

項を明らかにした炉心構成書を作成し、原子力科学研究所長の承認を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 実験の目的 

(2) 最大熱出力 

(3) 炉心構成 

(4) 給水制限 

(5) 過剰反応度 

(6) 安全板の反応度 

２ 前項の炉心構成書は、別表第１に掲げる炉心構成の条件を満たすものでなければならない。 

３ 原子力科学研究所長は、第１項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を

得なければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

第６条 削除 （炉心証明書） 

第６条 臨界技術第１課長は、炉心を構成するとき、次の各号に掲げる事項のうち、第１号及

び第２号の事項並びに第３号から第５号までの推定値（計算解析により算定。ただし、測定

値により推定可能な場合は計算解析を省略することができる。）を記載した炉心証明書を作成

し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。なお、次項の承認を受けた炉

心を構成する場合は、この限りでない。 

(1) 最大熱出力 

(2) 炉心構成 

(3) 臨界量 

原子炉運転に関する変更 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

(4) 過剰反応度 

(5) 安全板の反応度 

(6) 炉心構成の変化範囲 

２ 臨界技術第１課長は、前項で承認を受けた炉心において運転を行う場合、前項第３号から

第５号までの測定値及び第６号を記載した炉心証明書を作成し、臨界ホット試験技術部長の

承認を受けなければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前２項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

 

第７条 削除 （運転実施計画） 

第７条 臨界技術第１課長は、１週ごとに、次の各号に掲げる事項を明らかにした原子炉運転

実施計画を作成し、臨界ホット試験技術部長の承認を受けなければならない。運転日、炉心

証明書番号及び炉心装荷物を変更しようとするときも、同様とする。 

(1) 運転日及び運転時間 

(2) 炉心証明書番号 

(3) 実験の種類 

(4) 熱出力 

(5) １運転積算出力、週間積算出力及び年間積算出力 

(6) 安全保護回路の解除に関する事項 

(7) 炉心装荷物 

(8) インターロックの解除に関する事項 

２ 臨界技術第１課長は、前項の原子炉運転実施計画に安全保護回路の解除について定めると

きは、別表第２に掲げる項目のうち、解除の条件を記載している項目について、解除の条件

を満足していることを確認しなければならない。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同

意を得なければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項の承認を受けたときは、その実施前に、工務第１課長及び放

射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

（年間管理計画） 

第７条の２ 臨界ホット試験技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項

を明らかにしたＳＴＡＣＹの年間管理計画（以下この編において「年間管理計画」という。）

を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

(1) 定期事業者検査の予定期間 

(2) 第25条に定める修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならな

（年間運転計画） 

第７条の２ 臨界ホット試験技術部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事項

を明らかにしたＳＴＡＣＹの年間運転計画（以下この編において「年間運転計画」という。）

を作成し、所長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。 

(1) 定期事業者検査の予定期間 

(2) 第25条に定める修理及び改造をする施設、装置又は機器等の名称及び予定期間 

２ 所長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意を得なければならな

原子炉運転に関する変更

（以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

い。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認を受けたときは、臨界技術第１課長、工務第１

課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

い。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、第１項の承認を受けたときは、臨界技術第１課長、工務第１

課長及び放射線管理第２課長に通知しなければならない。 

 

第８条 （記載省略） 第８条 （変更なし） 

 

 

（鍵の管理） 

第９条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹに係る建家の出入口の鍵を管理しなければならない。 

 

２ 工務第１課長は、特定施設の運転に関する鍵を管理しなければならない。 

（鍵の管理） 

第９条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹに係る建家の出入口の鍵及び原子炉の運転に関す

る鍵を管理しなければならない。 

２ 工務第１課長は、特定施設の運転に関する鍵を管理しなければならない。 

 

 

原子炉運転に関する変更 

（ＴＲＡＣＹとの同時作業の管理） 

第９条の２ 臨界技術第１課長は、ＴＲＡＣＹの配管切断をするときは、ＳＴＡＣＹの運転及

び不使用設備の解体工事をしてはならない。 

（ＴＲＡＣＹとの同時作業の管理） 

第９条の２ 臨界技術第１課長は、ＴＲＡＣＹ廃止措置計画の第２段階（ＴＲＡＣＹ固有設備

の解体撤去）の工事をするときは、ＳＴＡＣＹの運転及び不使用設備の解体工事をしてはな

らない。 

 

ＴＲＡＣＹ廃止措置計画

第１段階工事終了に伴う

記載の適正化 

 （運転訓練） 

第９条の３ 臨界技術第１課長は、原子炉研修生の訓練に当たっては、運転要員の監督、指示

の下、訓練を受ける者に原子炉の運転操作に関する事項を遵守させなければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

第２章 運転管理 

第１節 削除 

 

第10条 削除 

第２章 運転管理 

第１節 運転上の制限 

（出力の制限） 

第10条 臨界技術第１課長は、原子炉を運転するときは、最大熱出力200ワット以下で、かつ、

１運転積算出力0.1キロワット時以下、週間積算出力0.3キロワット時以下、年間積算出力3キ

ロワット時以下で行わなければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

第２節 削除 

 

第11条 削除 

第２節 炉心装荷物の制限 

（炉心装荷物の制限） 

第11条 臨界技術第１課長は、第６条第１項の炉心証明書及び第７条第１項の原子炉運転実施

計画に定められた物以外のものを炉心に装荷してはならない。なお、可動装荷物及びサンプ

ル棒の設計・製作は、「原子力科学研究所ＳＴＡＣＹ可動装荷物等設計・製作基準」に従わな

ければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

第３節 削除 

第12条 ～ 第14条 （記載省略） 

第３節 削除 

第12条 ～ 第14条 （変更なし） 

 

 

69



原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

第４節 運転上の条件 

 

第15条 削除 

第４節 運転上の条件 

（安全保護回路の作動条件） 

第15条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第２に掲げるところにより、安全保護回

路が作動するよう設定しなければならない。ただし、同表の解除の条件を満足する場合にお

いて、第７条第１項の原子炉運転実施計画で定めるとき又はその都度臨界ホット試験技術部

長の承認を受けたときは、これを解除することができる。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項ただし書の承認をしようとするときは、原子炉主任技術

者の同意を得なければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

第16条 削除 

 

（警報回路の作動条件） 

第16条 臨界技術第１課長は、原子炉について、別表第５に掲げるところにより、警報回路が

作動するよう設定しなければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

（負圧の維持） 

第17条  

 

 臨界技術第１課長は、別表第７に掲げるグローブボックスを使用するときは、グローブボ

ックス内の圧力を負圧に維持しなければならない。 

（負圧の維持） 

第17条 工務第１課長は、原子炉の運転中、炉室内の圧力を別表第６に掲げるところにより負

圧に維持するように努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、別表第７に掲げるグローブボックスを使用するときは、グローブボ

ックス内の圧力を負圧に維持しなければならない。 

 

 

原子炉運転に関する変更 

 

項番号の繰下げ 

 

第５節 削除 

 

第18条 削除 

第５節 運転 

（運転開始前の措置） 

第18条 原子炉の運転を開始しようとするときは、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、別

表第８に掲げる設備について、それぞれ点検を行い、正常な状態であることを確認しなけれ

ばならない。 

２ 臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同一運転日において、計画停止した原子炉の運転

を再開しようとするときは、前項の定めにより確認された状態が維持されていることを確認

しなければならない。 

３ 工務第１課長は、第１項及び第２項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報しなければな

らない。 

 

原子炉運転に関する変更 

 

第19条 削除 

（運転開始命令） 

第19条 原子炉の運転開始命令は、臨界技術第１課長が行うものとする。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始しようとするときは、第18条第３項の定めによ

り特定施設に異常がない旨の通報を受け、かつ、第２編第38条第３項の定めにより放射線測

定機器の点検の結果に異常がない旨の通報を受けた後でなければ、前項の運転開始命令を行

ってはならない。ただし、第38条の定めにより確認を行って原子炉の運転を開始しようとす

るときは、この限りでない。 

原子炉運転に関する変更 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

３ 運転要員は、臨界技術第１課長の運転命令により、第７条第１項の原子炉運転実施計画に

従って運転を行わなければならない。 

 

 

第20条 削除 

 

（運転に係る通報及び表示） 

第20条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を開始又は停止しようとするときは、一斉指令装

置により運転開始又は停止の通報を行わなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転開始から停止するまで、運転表示灯を点灯しておかな

ければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

 

第21条 削除 

 

（原子炉運転中の巡視） 

第21条 工務第１課長は、原子炉の運転開始後、次の各号に掲げる設備について、１日１回以

上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 非常用電源設備 

(3) 気体廃棄設備 

(4) 液体廃棄設備 

(5) 圧縮空気設備 

 

原子炉運転に関する変更 

 

第22条 削除 

（運転停止後の措置） 

第22条 臨界技術第１課長は、原子炉の運転を停止したときは、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

(1) 炉心タンクの水位が零以下であること。 

(2) 中性子出力が正常に低下していること。 

(3) 安全板が完全に挿入されていること。 

２ 前項の確認を行った後、臨界技術第１課長及び工務第１課長は、同日内において再起動を

行わないときは、別表第10に掲げる設備の状態について、それぞれ点検しなければならない。 

３ 工務第１課長は、前項の点検の結果を臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

原子炉運転に関する変更 

   

第３章 保守管理 

第22条の２ ～ 第22条の３ （記載省略） 

第３章 保守管理 

第22条の２ ～ 第22条の３ （変更なし） 

 

   

（施設管理実施計画等の策定） 

第22条の４ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌す

る設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなけれ

ばならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 

（施設管理実施計画等の策定） 

第22条の４ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、それぞれ所掌す

る設備・機器について、次の各号に掲げる事項を定めた施設管理実施計画を策定しなけれ

ばならない。 

イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

ロ 原子炉施設の設計及び工事に関すること。 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止

中の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関するこ

と。 

ト への確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

こと。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理を行う観点か

ら特別な状態にある場合は、第７条の２の定めにより作成する年間管理計画において特別

な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則第９条第１

項第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画を定めることができる。 

 

３ 臨界技術第１課長は、第１項及び前項の施設管理実施計画を取りまとめ、臨界ホット試

験技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

４ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術

部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は、第３項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

６ 臨界技術第１課長は、第３項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２

課長に通知しなければならない。 

ハ 原子炉施設の巡視（原子炉施設の保全のために実施するものに限る。）に関すること。 

ニ 原子炉施設の点検及び検査の方法、実施頻度及び時期（原子炉の運転中及び運転停止中

の区別を含む。）に関すること。 

ホ 原子炉施設の工事、点検及び検査を実施する際に行う保安の確保のための措置に関す

ること。 

ヘ 原子炉施設の設計、工事、巡視、点検及び検査の結果の確認及び評価の方法に関するこ

と。 

ト への確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置（未然防止処置を含む。）に関する

こと。 

チ 原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 前項において、原子炉の運転を相当期間停止する場合その他その施設管理を行う観点か

ら特別な状態にある場合は、第７条の２の定めにより作成する年間運転計画において特別

な状態である期間とその内容を示した上で、その特別な措置として試験炉規則第９条第１

項第７号の規定に基づき特別な施設管理実施計画を定めることができる。 

 

３ 臨界技術第１課長は、第１項及び前項の施設管理実施計画を取りまとめ、臨界ホット試

験技術部長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 

４ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の承認を受ける前に、それぞれ工務技術

部長及び放射線管理部長の確認を受けなければならない。 

５ 臨界ホット試験技術部長は、第３項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の

同意を得なければならない。 

６ 臨界技術第１課長は、第３項の承認を受けたときは、工務第１課長及び放射線管理第２

課長に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉運転に関する変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22条の５ ～ 第26条 （記載省略） 第22条の５ ～ 第26条 （変更なし） 

 

 

（本体施設停止中の巡視）  

第27条 工務第１課長は、本体施設の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備について、

１日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備  

２ 工務第１課長は、本体施設の停止中の休日 等において、次の各号に掲げる事項について、１日 

１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。  

(2) 気体廃棄設備のうち、実験棟内の負圧に異常がないこと。  

（原子炉停止中の巡視） 

第27条 工務第１課長は、原子炉の停止中の勤務日において、次の各号に掲げる設備につい

て、１日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備 

(2) 気体廃棄設備 

(3) 液体廃棄設備 

２ 工務第１課長は、原子炉の停止中の休日等において、次の各号に掲げる事項について、１

日１回以上巡視しなければならない。 

(1) 受変電設備のうち、商用電源が確保されていること。 

(2) 気体廃棄設備のうち、実験棟内の負圧に異常がないこと。 

記載の適正化（以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

(3) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の液位に異常な上昇がないこと。 (3) 液体廃棄設備のうち、廃液貯槽の液位に異常な上昇がないこと。 

 

（維持すべき機器等の管理） 

第27条の２ 臨界技術第１課長は、別表第15の３に掲げる機器等について、同表に定める設置

場所及び数量並びにそれらの機能を維持するよう管理しなければならない。 

 

２ 臨界技術第１課長は、前項の機器等に故障又は経年劣化による性能低下が生じた場合は、

修理又は代替品と交換しなければならない。 

 

（維持すべき機器等の管理） 

第27条の２ 臨界技術第１課長又は工務第１課長は、別表第15の３に掲げる機器等について、

同表に定める設置場所及び数量並びにそれらの機能を維持するよう管理しなければならな

い。 

２ 臨界技術第１課長又は工務第１課長は、前項の機器等に故障又は経年劣化による性能低下

が生じた場合は、修理又は代替品と交換しなければならない。 

 

別表第15の３において工

務掌握の施設を追加した

ため（以下同じ） 

（自然現象等に備えた管理） 

第27条の３ 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹの周辺に森林火災が発生した場合に備えて、別

図第３に示した範囲に森林が拡大しないよう樹木を管理しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、竜巻（藤田スケールＦ１、最大風速 49 m/s）による飛来によって、

ＳＴＡＣＹに影響を及ぼすおそれがある物体に対して、飛来防止対策を講じなければなら

ない。 

３ 臨界技術第１課長は、飛来防止対策の実施状況について、定期事業者検査を受ける時期ご

とに巡視しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、火山の噴火に伴う降下火砕物を除去するための資機材について、管

理しなければならない。 

（自然現象等に備えた管理） 

第27条の３ 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹの周辺に森林火災が発生した場合に備えて、別

図第３に示した範囲に森林が拡大しないよう樹木を管理しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、竜巻（藤田スケールＦ１、最大風速 49 m/s）による飛来によって、

ＳＴＡＣＹに影響を及ぼすおそれがある物体に対して、飛来防止対策を講じなければなら

ない。 

３ 臨界技術第１課長は、飛来防止対策の実施状況について、定期事業者検査を受ける時期ご

とに巡視しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、火山の噴火に伴う降下火砕物を除去するための資機材について、管

理しなければならない。 

５ 工務第１課長は、地震による溢水対策として、極低レベル廃液貯槽の破損による放射性

液体廃棄物の管理区域外漏えいを防止するため、極低レベル廃液貯槽の貯留量を55ｍ３以下

で管理しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準対応に伴う記

載の追加 

   

第４章 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理 

（燃料の受入れ） 

第28条 臨界技術第１課長は、燃料を受け入れるときは、臨界ホット試験技術部長の承認を受

けなければならない。 

 

 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、燃料を受け入れようとするときは、次の各号に掲げる事項について、

点検しなければならない。なお、受け入れにおいては、臨界に達しないように燃料を取り扱

わなければならない。 

(1) 棒状燃料 

イ 棒状燃料の番号及び数量 

ロ 棒状燃料の表面汚染 

第４章 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理 

（燃料又は使用済棒状燃料の受入れ） 

第28条 臨界技術第１課長は、燃料又は使用済棒状燃料を受け入れるときは、臨界ホット試験

技術部長の承認を受けなければならない。ただし、使用済棒状燃料の受入れは、核燃料施設

等における新規制基準の適用の考え方（平成25年11月6日、原子力規制庁）に示される適合確

認の完了後としなければならない。 

２ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、燃料又は使用済棒状燃料を受け入れようとするときは、次の各号に

掲げる事項について、点検しなければならない。なお、受入れにおいては、臨界に達しない

ように燃料又は使用済棒状燃料を取り扱わなければならない。 

(1) 棒状燃料 

イ 棒状燃料の番号及び数量 

ロ 棒状燃料の表面汚染 

使用済棒状燃料の追加

（以下同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

ハ 棒状燃料の外観 

 

 

 

 

４ 臨界技術第１課長は、前項の点検の終了後、次の各号に掲げる事項について、臨界ホット

試験技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 点検の結果 

(3) 受け入れた燃料の種類及び数量 

(4) 貯蔵状況 

ハ 棒状燃料の外観 

(2) 使用済棒状燃料 

イ 使用済棒状燃料の番号及び数量 

ロ 使用済棒状燃料の表面汚染 

ハ 使用済棒状燃料の外観 

４ 臨界技術第１課長は、前項の点検の終了後、次の各号に掲げる事項について、臨界ホット

試験技術部長に報告するとともに、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 受け入れた年月日 

(2) 点検の結果 

(3) 受け入れた燃料又は使用済棒状燃料の種類及び数量 

(4) 貯蔵状況 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵） 

第29条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料を貯蔵するときは、臨界に

達しないようにするため、別表第16に掲げる貯蔵設備で行い、かつ、同表に掲げる制限量を

超えて貯蔵してはならない。また、別表第16の２に掲げる溶液燃料の濃度制限値を超えて貯

蔵してはならず、溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度を別表第16の３に掲げる濃度制限

範囲とすることにより、いかなる場合でも臨界とならないよう貯蔵しなければならない。 

 

２ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料を貯蔵するときは、貯蔵設備に

施錠し、別表第16に掲げる貯蔵場所に、貯蔵上の注意事項を表示しなければならない。 

 

３ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理業務に従事する者以外の

者が貯蔵設備に立ち入るときは、燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の管理業務に従事する者

の指示に従わせなければならない。 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵） 

第29条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を貯蔵す

るときは、臨界に達しないようにするため、別表第16に掲げる貯蔵設備で行い、かつ、同表

に掲げる制限量を超えて貯蔵してはならない。また、別表第16の２に掲げる溶液燃料の濃度

制限値を超えて貯蔵してはならず、溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度を別表第16の３

に掲げる濃度制限範囲とすることにより、いかなる場合でも臨界とならないよう貯蔵しなけ

ればならない。 

２ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を貯蔵すると

きは、貯蔵設備に施錠し、別表第16に掲げる貯蔵場所に、貯蔵上の注意事項を表示しなけれ

ばならない。 

３ 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の管理業務に

従事する者以外の者が貯蔵設備に立ち入るときは、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用

済棒状燃料の管理業務に従事する者の指示に従わせなければならない。 

 

使用済棒状燃料の追加

（以下同じ） 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵中の点検）  

第30条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵中、６か月間に１回、

次の各号に掲げる事項について、点検しなければならない。なお、点検においては、臨界に

達しないように燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料を取り扱わなければならない。 

 

(1) 棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 棒状燃料収納容器及び棒状燃料の種類及び数量 

ニ 棒状燃料の貯蔵状況 

(2) 溶液燃料 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中の点検）  

第30条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中、

６か月間に１回、次の各号に掲げる事項について、点検しなければならない。なお、点検に

おいては、臨界に達しないように燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料を取

り扱わなければならない。 

(1) 棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 棒状燃料収納容器及び棒状燃料の種類及び数量 

ニ 棒状燃料の貯蔵状況 

(2) 溶液燃料 

使用済棒状燃料の追加

（以下同じ） 

74



原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 溶液燃料の量 

ニ 溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度 

(3) ウラン酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ ウラン酸化物燃料収納容器の数量 

ニ ウラン酸化物燃料の貯蔵状況 

(4) ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 貯蔵容器の数量 

ニ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の貯蔵状況 

(5) コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の数量 

ニ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の貯蔵状況 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 溶液燃料の量 

ニ 溶液燃料中の可溶性中性子吸収材の濃度 

(3) ウラン酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ ウラン酸化物燃料収納容器の数量 

ニ ウラン酸化物燃料の貯蔵状況 

(4) ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 貯蔵容器の数量 

ニ ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の貯蔵状況 

(5) コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の数量 

ニ コンパクト型ウラン黒鉛混合燃料及びディスク型ウラン黒鉛混合燃料の貯蔵状況 

(6) 使用済棒状燃料 

イ 貯蔵場所の異常の有無 

ロ 貯蔵設備の異常の有無 

ハ 使用済棒状燃料収納容器及び使用済棒状燃料の種類及び数量 

ニ 使用済棒状燃料の貯蔵状況 

 

 

第31条 削除 

（燃料の装荷） 

第31条 臨界技術第１課長は、燃料を炉心に装荷しようとするときは、次の各号に掲げる事項

について、確認しなければならない。 

(1) 未臨界板が挿入されていること。 

(2) 炉心証明書に記載された炉心配置であること。  

(3) 燃料に異常がないこと。 

原子炉運転に関する変更 

   

第５章 放射性廃棄物の保管 

（放射性廃棄物の保管） 

第32条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹにおける放射性廃棄物のうち、ＳＴＡＣＹで保管す

る廃棄物は、別表第17に掲げる設備で保管しなければならない。 

第５章 放射性廃棄物の保管 

（放射性廃棄物の保管） 

第32条 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹにおける放射性廃棄物のうち、ＳＴＡＣＹで保管す

る廃棄物は、別表第17に掲げる設備で保管しなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、ＳＴＡＣＹにおけるα固体廃棄物のうち、第２編別表第22に掲げる

 

 

 

 

封缶装置の使用を明確化 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

Ｂ－２レベルのものは封缶装置を使用して、鋼製容器に封缶しなければならない。 

第33条 （記載省略） 第33条 （変更なし）  

   

第５章の２ 不使用設備の管理 

第33条の２ （記載省略） 

第５章の２ 不使用設備の管理 

第33条の２ （変更なし） 

 

   

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置 

 

第34条 削除 

第６章 異常時の措置 

第１節 警報回路及び安全保護回路が作動した場合の措置 

（警報回路が作動した場合の措置） 

第34条 臨界技術第１課長は、別表第５に掲げる警報回路が作動したときは、その原因及び状

況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなければならない。この場合において、

その原因が特定施設にあるときは、工務第１課長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けたときは、正常状態に復帰させるための措置を講ずる

とともに、その原因及び状況並びに講じた措置を臨界技術第１課長に通報しなければならな

い。 

３ 臨界技術第１課長は、第１項で作動した警報回路が正常に復帰できない場合は、警報原因

の区分に応じて別表第18に掲げる措置を講じなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、別表第18に掲げる措置により原子炉を手動停止したときは、第37条

に定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

 

 

 

原子炉運転に関する変更 

 

第35条 削除 

（安全保護回路が作動した場合の措置） 

第35条 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動したときは、その原因及び状況を調査しな

ければならない。この場合において、その原因が特定施設にある場合は、工務第１課長に通

報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、前項の通報を受けた場合において、その原因が特定施設にあるときは、

その原因及び状況を調査し、復旧措置を講ずるとともに、その原因及び状況並びに講じた措

置を臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、安全保護回路が作動した原因及びその状況の把握に努め、第37条に

定める原子炉が計画外停止した場合等の措置を講じなければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

第36条 （記載省略） 第36条 （変更なし）  

 

第37条 削除 

（原子炉が計画外停止した場合等の措置） 

第37条 臨界技術第１課長は、第35条に定める安全保護回路が作動したとき、第34条に定める

警報回路が復帰できずに原子炉を停止したとき又は原子炉施設の保安を確保する必要から計

画外に原子炉を手動停止したとき（以下、この編において「計画外停止」という。）は、計画

外停止となった原因を除去するための措置を講ずるとともに、次の各号に掲げる事項を確認

しなければならない。 

原子炉運転に関する変更 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

(1) 作動した安全保護回路の項目及びその原因 

(2) 中性子出力の正常な低下 

(3) 安全板の完全挿入 

(4) 炉心タンク内の完全排水 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止したときは、放射線管理第２課長に通報しなけ

ればならない。 

３ 放射線管理第２課長は、前項の通報を受けたときは、放射性物質の施設外及び施設内への

放出の有無を確認し、臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第１項の措置及び確認を行ったとき並びに前項の通報を受けたとき

は、臨界ホット試験技術部長、原子炉主任技術者及び品質保証課長に通報しなければならな

い。 

５ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

 

第38条 削除 

（計画外停止後に原子炉を再起動する場合の措置） 

第38条 臨界技術第１課長は、原子炉が計画外停止した場合において、前条に定める措置を講

じた結果、原子炉の運転を再開しようとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなけれ

ばならない。 

(1) 安全保護回路及び警報回路が正常に復帰していること。 

(2) 作動した安全保護回路又は警報回路の計器及び原子炉の運転に係る放射線測定器の指

示が正常な値を示していること。 

(3) 第18条第１項及び第２項により確認した状態が維持されていること。 

２ 臨界技術第１課長は、前項の確認ののち、原子炉を再起動しようとするときは、臨界ホッ

ト試験技術部長の承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、

臨界ホット試験技術部長の承認を受けないで原子炉を再起動することができる。 

(1) ＳＴＡＣＹ施設外で電気事故が発生し、その事故の波及又は波及防止の措置として原子

炉を停止したとき。 

(2) 自然災害（地震を除く。）が発生し、その波及防止の措置として原子炉を停止したとき。 

３ 臨界ホット試験技術部長は、前項の承認をしようとするときは、原子炉主任技術者の同意

を得なければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第39条 臨界技術第１課長は、第33条の２の不使用設備の点検並びに第43条第１項の自然現象

等が発生したときの点検の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状

態に復帰させるための措置を講じなければならない。また、その異常が特定施設に影響を及

ぼすおそれのある場合は、工務第１課長に通報しなければならない。 

 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（点検等において異常を認めた場合の措置） 

第39条 臨界技術第１課長は、第18条の運転開始前の措置、第22条の運転停止後の措置、第33

条の２の不使用設備の点検並びに第43条の自然現象等が発生した場合の措置の結果、異常を

認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講じなけれ

ばならない。また、その異常が特定施設に影響を及ぼすおそれのある場合は、工務第１課長

に通報しなければならない。 

 

 

原子炉運転に関する変更 

記載の適正化 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

２ 工務第１課長は、第43条第１項の自然現象等が発生したときの点検の結果、異常を認めた

ときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための措置を講ずるとともに、

臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

 

３ 臨界技術第１課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条の定めにより放射線管理第

２課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異常が原子炉

の運転に支障を及ぼすと認めるときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通

報しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

２ 工務第１課長は、第18条の運転開始前の措置、第21条の原子炉運転日の巡視、第22条の運

転停止後の措置、第27条の原子炉停止中の巡視及び第43条の自然現象等が発生した場合の措

置の結果、異常を認めたときは、その原因及び状況を調査し、正常状態に復帰させるための

措置を講ずるとともに、臨界技術第１課長に通報しなければならない。 

３ 臨界技術第１課長は、前項の通報を受けたとき、第２編第56条の定めにより放射線管理第

２課長から異常を認めた旨の通報を受けたとき及び第１項の調査の結果、その異常が原子炉

の運転に支障を及ぼすと認めるときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通

報しなければならない。 

４ 臨界ホット試験技術部長は、前項の通報を受けたときは、所長に通報しなければならない。 

 

原子炉運転に関する変更 

記載の適正化 

（火災発生時の措置） 

第39条の２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、施設に火災が発生

した場合は、第１編第40条に基づき関係者に通報するとともに、施設の安全を確保するため

の早期消火及び延焼の防止に努めなければならない。 

 

 

 

２ 火災鎮火後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第

２課長は放射線管理施設を、それぞれ施設の損傷の有無を確認しなければならない。 

３ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

４ 臨界技術第１課長は、第２項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホ

ット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 （火災発生時の措置） 

第39条の２ 臨界技術第１課長、工務第１課長及び放射線管理第２課長は、施設に火災が発生

した場合は、第１編第40条に基づき関係者に通報するとともに、施設の安全を確保するため

の早期消火及び延焼の防止に努めなければならない。 

２ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中、施設内で火災が発生し、炉室の負圧が維持できな

くなる等、原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがある場合、原子炉を停止しなければならな

い。 

３ 火災鎮火後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第

２課長は放射線管理施設を、それぞれ施設の損傷の有無を確認しなければならない。 

４ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、前項の確認の結果を臨界技術第１課長に通報し

なければならない。 

５ 臨界技術第１課長は、第２項の確認を行ったとき及び前項の通報を受けたときは、臨界ホ

ット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

 

 

 

 

原子炉運転に関する変更 

 

 

項番号の繰下げ 

 

項番号の繰下げ 

 

項番号の繰下げ 

第３節 燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の異常を認めた場合の措置 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の点検等において異常を認めた場合の措置） 

 

第40条 臨界技術第１課長は、第28条第３項の燃料の受入れ検査、第30条の燃料、溶液系燃料

及び黒鉛混合燃料の貯蔵中の点検等の結果、異常を認めたときは、次の各号に掲げる措置を

講ずるとともに、その状況を臨界ホット試験技術部長に報告し、原子炉主任技術者に通知し

なければならない。 

(1) 燃料、ウラン酸化物燃料、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料及び黒鉛混合燃料に異

常を認めたときは、異常なものと正常なものとを区別し、識別の容易な措置を講ずること。 

 

(2) 溶液燃料に漏えい等の異常を認めたときは、漏えいした溶液燃料を回収する等の措置を

講ずること。 

(3) 汚染があるときは、放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずるこ

第３節 燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の異常を認めた場合の措置 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の点検等において異常を認めた場合

の措置） 

第40条 臨界技術第１課長は、第28条第３項の燃料又は使用済棒状燃料の受入れ検査、第30条

の燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵中の点検等の結果、異常を認

めたときは、次の各号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況を臨界ホット試験技術部長

に報告し、原子炉主任技術者に通知しなければならない。 

(1) 燃料、ウラン酸化物燃料、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料、黒鉛混合燃料及び使

用済棒状燃料に異常を認めたときは、異常なものと正常なものとを区別し、識別の容易な

措置を講ずること。 

(2) 溶液燃料に漏えい等の異常を認めたときは、漏えいした溶液燃料を回収する等の措置を

講ずること。 

(3) 汚染があるときは、放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要な措置を講ずるこ

使用済棒状燃料の追加

（以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

と。 と。 

 

（燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の紛失を発見した場合の措置） 

第41条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の紛失を発見したときは、

臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

（燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の紛失を発見した場合の措置） 

第41条 臨界技術第１課長は、燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の紛失を

発見したときは、臨界ホット試験技術部長及び原子炉主任技術者に通報しなければならない。 

 

使用済棒状燃料の追加

（以下同じ） 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

第42条 （記載省略） 

第４節 放射性廃棄物の異常を認めた場合の措置 

第42条 （変更なし） 

 

   

第５節 自然現象等が発生した場合の措置 

（自然現象等が発生した場合の措置） 

第43条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長

は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならない。 

２ 竜巻がＳＴＡＣＹ周辺を通過した場合又は通過したおそれがある場合、臨界技術第１課長

は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それ

ぞれ点検しなければならない。 

 

 

 

 

３ 火山の噴火に対して、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じな

ければならない。 

 

 

(1) ＳＴＡＣＹに影響を及ぼす降灰があった場合、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第

１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければ

ならない。 

(2) 降下火砕物の荷重により、ＳＴＡＣＹに損傷を及ぼすおそれがある場合、臨界技術第１

課長は、降下火砕物の除去を行わなければならない。 

４ 原子力科学研究所内の森林火災、その他外部火災又は爆発が発生し、ＳＴＡＣＹに影響を

及ぼすおそれがある場合、当該火災の終息後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課

長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならな

い。 

 

 

 

 

第５節 自然現象等が発生した場合の措置 

（自然現象等が発生した場合の措置） 

第43条 震度４以上の地震が発生したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長

は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならない。 

２ 竜巻に対して、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければ

ならない。 

(1) 竜巻によりＳＴＡＣＹに影響が及ぶおそれがある場合、臨界技術第１課長は、原子炉の

運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) 竜巻がＳＴＡＣＹ周辺を通過した場合又は通過したおそれがある場合、臨界技術第１課

長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、

それぞれ点検しなければならない。 

３ 火山の噴火に対して、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じな

ければならない。 

(1) ＳＴＡＣＹに影響を及ぼす降灰のおそれがある場合、臨界技術第１課長は、原子炉の運

転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) ＳＴＡＣＹに影響を及ぼす降灰があった場合、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第

１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければ

ならない。 

(3) 降下火砕物の荷重により、ＳＴＡＣＹに損傷を及ぼすおそれがある場合、臨界技術第１

課長は、降下火砕物の除去を行わなければならない。 

４ 原子力科学研究所内の森林火災、その他外部火災又は爆発が発生し、ＳＴＡＣＹに影響を

及ぼすおそれがある場合、次の各号に掲げる課長は、それぞれ当該各号に定める措置を講じ

なければならない。 

(1) 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。

また、外部火災の影響によるばい煙が制御室に侵入するおそれがある場合は、制御室の換

気空調設備を停止し、ダンパを閉止する。 

(2) 当該火災の終息後、臨界技術第１課長は本体施設を、工務第１課長は特定施設を、放射

線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければならない。 

 

 

 

 

原子炉運転に関する変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉運転に関する変更 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉運転に関する変更

（以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

５ 原子力科学研究所の敷地に津波が遡上したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工務

第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

６ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、第１項から前項の点検の結果を臨界技術第１課

長に通報しなければならない。 

７ 臨界技術第１課長は、第１項から第５項までの点検を行ったとき及び前項の通報を受けた

ときは、臨界ホット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければならない。 

 

５ ＳＴＡＣＹに到達するおそれがある津波が発生した場合、次の各号に掲げる課長は、それ

ぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。 

(1) 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中にあっては、原子炉を停止しなければならない。 

(2) 原子力科学研究所の敷地に津波が遡上したときは、臨界技術第１課長は本体施設を、工

務第１課長は特定施設を、放射線管理第２課長は放射線管理施設を、それぞれ点検しなけ

ればならない。 

６ 臨界技術第１課長は、原子炉の運転中、施設周辺で有毒ガスが発生した場合は、必要に応

じて原子炉を停止するとともに、運転要員を退避させる措置を講じなければならない。 

７ 工務第１課長及び放射線管理第２課長は、第１項から第５項の点検の結果を臨界技術第１

課長に通報しなければならない。 

８ 臨界技術第１課長は、第１項から第５項までの点検又は第６項の措置を行ったとき及び前

項の通報を受けたときは、臨界ホット試験技術部長及び危機管理課長に通報しなければなら

ない。 

 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

第44条 （記載省略） 

 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第45条 （記載省略） 

 

第７章 放射線管理 

第46条 ～ 第48条 （記載省略） 

第６節 勤務時間外に異常が発生した場合の措置 

第44条 （変更なし） 

 

第７節 非常事態又は非常事態に発展するおそれのある場合の措置 

第45条 （変更なし） 

 

第７章 放射線管理 

第46条 ～ 第48条 （変更なし） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

別表第１ 削除 別表第１ 炉心構成の条件（第５条関係） 

項    目 条    件 

(1) 炉心 

イ ウラン棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量 

4) 挿入本数 

 

 

  ロ 中性子毒物添加棒状燃料 

1) 種類 

2) ２３５Ｕ濃縮度 

3) 最大挿入量（燃料試料挿入管を含む。） 

 

(2) 最大過剰反応度 

(3) 安全板による停止時の中性子実効増倍率 

(4) 最大反応度価値を有する安全板１枚が挿入不能

の場合の中性子実効増倍率 

(5) 制御設備による最大反応度添加率 

(6) 可動装荷物による最大反応度添加率 

(7) 可動装荷物の反応度価値 

(8) 減速材及び反射材温度 

 

 

二酸化ウラン 

10wt％以下 

720kgＵ 

50本以上900本以下（ただし、140cm

超の給水によっても臨界とならな

い場合は900本以下） 

  

二酸化ウラン 

10wt％以下 

炉心に装荷する総ウラン重量（燃料

試料挿入管を含む。）の1/100以下 

0.8ドル 

0.985以下 

 

0.995以下 

３セント/s 

３セント/s 

0.3ドル以下 

70℃以下 
 

原子炉運転に関する変更 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

 

別表第２ 削除 別表第２ 安全保護回路の作動条件（第７条関係、第15条関係） 

項   目 作 動 条 件 解除の条件 

原 

 

子 

 

炉 

 

ス 

 

ク 

 

ラ 

 

ム 

起動系炉周期短 ５秒以下になったとき。 

臨界未満状態でパルス中性

子実験を行うとき。 

原子炉起動時の臨界未満状

態で起動用中性子源を挿入

するとき。 

運転系対数出力系炉周

期短 
５秒以下になったとき。 

臨界未満状態でパルス中性

子実験を行うとき。 

原子炉起動時の臨界未満状

態で起動用中性子源を挿入

するとき。 

安全出力系出力高 
200Ｗの110％以上になったと

き。 
――― 

積分出力高 0.1kW・ｈ以上になったとき。 ――― 

炉心タンク水位高 
最大給水制限スイッチが炉心タ

ンク内水位を検知したとき。 
――― 

地震加速度（水平）大 
0.25ｍ／s２（25Gal）以上の水平

地震が発生したとき。 
――― 

地震加速度（垂直）大 
0.25ｍ／s２（25Gal）以上の垂直

地震が発生したとき。 
――― 

電源電圧低 90V以下になったとき。 ――― 

高圧電源電圧低 
設定電圧の－10％以下になった

とき。 
――― 

手動スクラム スクラムボタンを押したとき。 ――― 

安全スイッチ スイッチボタンを押したとき。 ――― 

炉室（Ｓ）遮蔽扉開 閉でない。 ――― 

炉下室（Ｓ）遮蔽扉開 閉でない。 ――― 
 

原子炉運転に関する変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３ ～ 別表第４ （記載省略） 別表第３ ～ 別表第４ （変更なし） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

 

別表第５ 削除 別表第５ 警報回路の作動条件（第16条関係） 

項    目 作  動  条  件 

起 動 系 
炉周期短 20秒以下になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

運転系線型

出力系 

測定範囲逸脱 
各測定レンジの10％以下又は90％以上になったと

き。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

運転系対数

出力系 

炉周期短 20秒以下になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

安全出力系 

出 力 高 原子炉出力180Ｗ以上になったとき。 

積分出力高 原子炉積分出力40Ｗ・ｈ以上になったとき。 

高圧電源電圧低 設定電圧の-５％以下になったとき。 

炉心タンク水位高 
炉心タンク内水位が予想臨界水位の3/4以上にな

ったとき。 

高速給水流量高 
炉心タンク水位上昇速度2.5mm／ｓに相当する流

量以上になったとき。 

低速給水流量高 

反応度添加率３セント／ｓ及び炉心タンク水位上

昇速度１mm／ｓに相当する流量以上になったと

き。 

炉心温度高 70℃以上になったとき。 

ダンプ槽温度高 70℃以上になったとき。 
 

原子炉運転に関する変更 

別表第６ 削除 別表第６ 炉室の負圧の維持の基準（第17条関係） 

項  目 維 持 管 理 値 

炉室内の圧力 
－49 ～ －245Pa 

（水柱－５mm ～ －25mm） 
 

原子炉運転に関する変更 

別表第７ (記載省略) 別表第７ （変更なし）  

 

別表第８ 削除 別表第８ 原子炉起動時に正常な状態であることを確認すべき施設・設備（第18条関係） 

施   設 設   備 

本体施設 

原子炉本体 炉心タンク 

計測制御系統施設 

中性子計測設備 

制御設備 

安全保護回路 

気体廃棄施設 気体廃棄物処理設備 

原子炉運転に関する変更 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

特定施設 

受変電設備 

非常用電源設備 

気体廃棄設備 

液体廃棄設備 

圧縮空気設備 
 

別表第９ 削除 別表第９ （変更なし）  

 

別表第10 削除 別表第10 原子炉運転停止後の本体施設及び特定施設の点検（第22条関係） 

施 設 区 分 設 備 等 確認すべき設備状態 

本体施設 制御設備 ダンプ槽の水位 

特定施設 

受変電設備 電源の電圧 

気体廃棄設備 排風機の作動状態 

液体廃棄設備 貯槽の液位 

圧縮空気設備 圧縮機の作動状態 
 

原子炉運転に関する変更 

別表第11 ～ 別表第15の２ （記載省略） 別表第11 ～ 別表第15の２ （変更なし）  
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

別表第15の３ 維持すべき機器等（第27条の２関係） 

分    類 種    類 設 置 場 所 数 量 

避難用の照明＊１ 

保安灯 
実験棟Ａ 40台 

実験棟Ｂ 16台 

非常用照明灯 
実験棟Ａ 145台 

実験棟Ｂ 98台 

誘導灯 
実験棟Ａ 74台 

実験棟Ｂ 53台 

可搬式の 

仮設照明＊１ 

懐中電灯 実験棟入口付近 ２台 

仮設照明（蓄電池式） 実験棟入口付近 １台 

通信連絡設備＊２ 

一斉放送装置 

放送端末 制御室 １台 

スピーカ 
実験棟Ａ 52台 

実験棟Ｂ 46台 

ページング装置 
実験棟Ａ 47台 

実験棟Ｂ 38台 

施設間通信 

連絡設備 

固定電話 事故現場指揮所 １台 

携帯電話 事故現場指揮所 １台 

 

 

＊１：別図第４に配置を示す。 

＊２：別図第５に配置を示す。 

 

別表第15の３ 維持すべき機器等（第27条の２関係） 

分    類 種    類 設 置 場 所 数 量 

避難用の照明＊１ 

保安灯 
実験棟Ａ 40台 

実験棟Ｂ 16台 

非常用照明灯 
実験棟Ａ 145台 

実験棟Ｂ 98台 

誘導灯 
実験棟Ａ 74台 

実験棟Ｂ 53台 

可搬式の 

仮設照明＊１ 

懐中電灯 実験棟入口付近 ２台 

仮設照明（蓄電池式） 実験棟入口付近 １台 

通信連絡設備＊２ 

一斉放送装置 

放送端末 制御室 １台 

スピーカ 
実験棟Ａ 52台 

実験棟Ｂ 46台 

ページング装置 
実験棟Ａ 47台 

実験棟Ｂ 38台 

施設間通信 

連絡設備 

固定電話 事故現場指揮所 １台 

携帯電話 事故現場指揮所 １台 

溢水防護設備 マンホール蓋 実験棟Ｂ ２枚 

漏えい警報装置 副警報盤＊３ 管理棟 １台 

＊１：別図第４に配置を示す。 

＊２：別図第５に配置を示す。 

＊３：この表において副警報盤とは、廃液貯槽（中レベル廃液系、低レベル廃液系、極低レベル廃

液系、有機廃液系）及びＵ溶液貯槽の漏えい検知器に関するものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規制基準対応に伴う記

載の追加 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

別表第16 貯蔵施設における燃料、溶液系燃料及び黒鉛混合燃料の貯蔵制限量（第29条関係） 

 

種    類 
貯 蔵 施 設 

制 限 量 
貯蔵場所 貯蔵設備 

棒状燃料 

ウラン濃縮度 

約 5wt% 
炉室（Ｓ） 

棒状燃料貯蔵設備 

棒状燃料収納容器 
303kgU 

ウラン濃縮度 

10wt%以下 
炉室（Ｓ） 

棒状燃料貯蔵設備Ⅱ 

棒状燃料収納容器 
1260kgU 

溶液燃料 

ウラン濃縮度 

約 10wt% 

溶液貯蔵室－７ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

溶液貯蔵室－９ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

ウラン濃縮度 

約 6wt% 
溶液貯蔵室－９ 

溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
500kgU 

ウラン・プル

トニウム混合

酸化物燃料 

プルトニウム Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
60kgPu 

劣化ウラン Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
180kgU 

ウラン酸化物

燃料 

ウラン濃縮度 

約 1.5wt% 
Ｕ保管室 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備 

ウラン酸化物燃料収納架台 
92kgU 

コンパクト型

ウラン黒鉛混

合燃料 

ウラン濃縮度 

約 2～6wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

コンパクト型ウラン黒鉛混

合燃料収納架台 

260kgU 

ディスク型 

ウラン黒鉛 

混合燃料 

ウラン濃縮度 

約 20wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

ディスク型ウラン黒鉛混合

燃料収納架台 

67kgU 

 

別表第16 貯蔵施設における燃料、溶液系燃料、黒鉛混合燃料及び使用済棒状燃料の貯蔵制

限量（第29条関係） 

種    類 
貯 蔵 施 設 

制 限 量 
貯蔵場所 貯蔵設備 

棒状燃料 

ウラン濃縮度 

約 5wt% 
炉室（Ｓ） 

棒状燃料貯蔵設備 

棒状燃料収納容器 
303kgU 

ウラン濃縮度 

10wt%以下 
炉室（Ｓ） 

棒状燃料貯蔵設備Ⅱ 

棒状燃料収納容器 
1260kgU 

溶液燃料 

ウラン濃縮度 

約 10wt% 

溶液貯蔵室－７ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

溶液貯蔵室－９ 
溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
150kgU 

ウラン濃縮度 

約 6wt% 
溶液貯蔵室－９ 

溶液燃料貯蔵設備 

Ｕ溶液貯槽 
500kgU 

ウラン・プル

トニウム混合

酸化物燃料 

プルトニウム Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
60kgPu 

劣化ウラン Ｐｕ保管室－３ 
粉末燃料貯蔵設備 

Ｐｕ保管ピット 
180kgU 

ウラン酸化物

燃料 

ウラン濃縮度 

約 1.5wt% 
Ｕ保管室 

ウラン酸化物燃料貯蔵設備 

ウラン酸化物燃料収納架台 
92kgU 

コンパクト型

ウラン黒鉛混

合燃料 

ウラン濃縮度 

約 2～6wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

コンパクト型ウラン黒鉛混

合燃料収納架台 

260kgU 

ディスク型 

ウラン黒鉛 

混合燃料 

ウラン濃縮度 

約 20wt% 
Ｕ保管室 

使用済ウラン黒鉛混合燃料

貯蔵設備 

ディスク型ウラン黒鉛混合

燃料収納架台 

67kgU 

酸化ウラン 

燃料 

ウラン濃縮度 

約 0.7～3.2wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
2092kgU 

ウラン・プル

トニウム混合

酸化物燃料 

プルトニウム富化度 

約 1.2～4.7wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
1kgPu 

ウラン濃縮度 

約 0.7wt% 
Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
37kgU 

酸化トリウム 

燃料 
トリウム Ｕ保管室 

使用済棒状燃料貯蔵設備 

使用済棒状燃料収納容器 
40kgTh 

 

使用済棒状燃料の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済棒状燃料の追加

（表中において以下同

じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

別表第16の２ ～ 別表第17 （記載省略） 別表第16の２ ～ 別表第17 （変更なし）  

 

別表第17の２ 不使用設備（第33条の２関係） 

旧施設区分 旧設備名称 設備・機器 

原子炉本体 
原子炉容器 

非均質円筒型炉心タンク 

円筒型炉心タンク（600φ） 

円筒型炉心タンク（800φ） 

平板型炉心タンク（280T） 

平板型炉心タンク（350T固定側） 

平板型炉心タンク（350T移動側） 

円筒型炉心タンク（1000φＰｕ）＊ 

円筒型炉心タンク（400φＰｕ）＊ 

炉心水槽＊ 

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設 

調整設備 

戻液受槽 

Ｕ溶液受槽Ａ 

Ｕ溶液受槽Ｂ 

Ｕ濃縮缶 

Ｕ濃縮缶デミスタ 

Ｕ濃縮液槽 

Ｕ凝縮液槽 

Ｕ凝縮器 

Ｕ濃縮液冷却器 

ライン混合器 

Ｕ溶液ポット 

Ｕ溶液中間槽 

Ｕ濃縮液ポット 

Ｕ濃縮液中間槽 

溶液払出ポット 

溶液払出中間槽 

戻液ポット 

戻液中間槽 

Ｐｕ溶液受槽Ａ＊ 

Ｐｕ溶液受槽Ｂ＊ 

Ｐｕ濃縮缶＊ 

Ｐｕ濃縮液槽＊ 

Ｐｕ凝縮液槽＊ 

別表第17の２ 不使用設備（第33条の２関係） 

旧施設区分 旧設備名称 設備・機器 

（削る） 
（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

核燃料物質の 

取扱施設及び 

貯蔵施設 

調整設備 

戻液受槽 

Ｕ溶液受槽Ａ 

Ｕ溶液受槽Ｂ 

Ｕ濃縮缶 

Ｕ濃縮缶デミスタ 

Ｕ濃縮液槽 

Ｕ凝縮液槽 

Ｕ凝縮器 

Ｕ濃縮液冷却器 

ライン混合器 

Ｕ溶液ポット 

Ｕ溶液中間槽 

Ｕ濃縮液ポット 

Ｕ濃縮液中間槽 

溶液払出ポット 

溶液払出中間槽 

戻液ポット 

戻液中間槽 

Ｐｕ溶液受槽Ａ＊ 

Ｐｕ溶液受槽Ｂ＊ 

Ｐｕ濃縮缶＊ 

Ｐｕ濃縮液槽＊ 

Ｐｕ凝縮液槽＊ 

 

 

不使用設備のうち撤去済

みの設備を削除（表中に

おいて以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

Ｐｕ溶液ポット＊ 

Ｐｕ溶液中間槽＊ 

Ｐｕ濃縮液ポット＊ 

Ｐｕ濃縮液中間槽＊ 

精留塔＊ 

Ｐｕ凝縮器＊ 

Ｐｕ濃縮液冷却器＊ 

混合槽 

溶液払出槽 

ノックアウトポット（Ⅰ） 

ノックアウトポット（Ⅱ） 

ノックアウトポット（Ⅲ） 

ノックアウトポット（Ⅳ） 

調整設備グローブボックス（Ⅰ） 

調整設備グローブボックス（Ⅱ） 

調整設備グローブボックス（Ⅲ） 

調整設備グローブボックス（Ⅳ） 

調整設備グローブボックス（Ⅴ） 

調整設備グローブボックス（Ⅵ） 

サンプリング用グローブボックス（Ⅰ） 

配管・弁 

精製設備 

調整液槽 

抽出器 

抽残液洗浄器 

抽残液槽Ａ 

抽残液槽Ｂ 

Ｐｕ逆抽出器＊ 

Ｐｕ溶液洗浄器＊ 

Ｕ溶媒槽Ａ 

Ｕ溶媒槽Ｂ 

Ｕ溶媒槽Ｃ 

Ｕ逆抽出器 

Ｕ溶液洗浄器 

調整液ろ過器 

調整液ポット 

調整液中間槽 

Ｐｕ溶液ポット＊ 

Ｐｕ溶液中間槽＊ 

Ｐｕ濃縮液ポット＊ 

Ｐｕ濃縮液中間槽＊ 

精留塔＊ 

Ｐｕ凝縮器＊ 

Ｐｕ濃縮液冷却器＊ 

混合槽 

溶液払出槽 

ノックアウトポット（Ⅰ） 

ノックアウトポット（Ⅱ） 

ノックアウトポット（Ⅲ） 

ノックアウトポット（Ⅳ） 

調整設備グローブボックス（Ⅰ） 

調整設備グローブボックス（Ⅱ） 

調整設備グローブボックス（Ⅲ） 

調整設備グローブボックス（Ⅳ） 

調整設備グローブボックス（Ⅴ） 

調整設備グローブボックス（Ⅵ） 

サンプリング用グローブボックス（Ⅰ） 

配管・弁 

精製設備 

調整液槽 

抽出器 

抽残液洗浄器 

抽残液槽Ａ 

抽残液槽Ｂ 

Ｐｕ逆抽出器＊ 

Ｐｕ溶液洗浄器＊ 

Ｕ溶媒槽Ａ 

Ｕ溶媒槽Ｂ 

Ｕ溶媒槽Ｃ 

Ｕ逆抽出器 

Ｕ溶液洗浄器 

調整液ろ過器 

調整液ポット 

調整液中間槽 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

Ｕ溶媒ポット 

Ｕ溶媒中間槽 

ノックアウトポット 

ミキサセトラドレン回収ポット（Ⅰ） 

ミキサセトラドレン回収ポット（Ⅱ） 

精製設備グローブボックス（Ⅰ） 

精製設備グローブボックス（Ⅱ） 

精製設備グローブボックス（Ⅲ） 

サンプリング用グローブボックス（Ⅲ） 

配管・弁 

供給設備（Ⅰ） 

ダンプ槽ⅠＡ 

ダンプ槽ⅠＢ 

ダンプ槽Ⅱ 

よう素吸着塔 

燃料取扱ボックス 

給排液ヘッダボックス 

配管・弁 

調整附属設備 

Ｕ溶解槽 

Ｐｕ溶解槽＊ 

還元槽＊ 

ろ過器（Ⅰ）Ａ 

ろ過器（Ⅰ）Ｂ 

ろ過器（Ⅱ） 

ろ過器（Ⅲ）＊ 

フィルタボックス＊ 

Ｐｕエアフィルタ＊ 

送液ポット 

溶解液計量槽 

Ｕ溶解オフガス凝縮器 

Ｕ溶解オフガス分離器 

調整附属設備グローブボックス（Ⅰ） 

調整附属設備グローブボックス（Ⅱ）＊ 

中間ポット用グローブボックス＊ 

Ｐｕブロワ用グローブボックス＊ 

配管・弁 

精製附属設備 廃溶媒槽 

Ｕ溶媒ポット 

Ｕ溶媒中間槽 

ノックアウトポット 

ミキサセトラドレン回収ポット（Ⅰ） 

ミキサセトラドレン回収ポット（Ⅱ） 

精製設備グローブボックス（Ⅰ） 

精製設備グローブボックス（Ⅱ） 

精製設備グローブボックス（Ⅲ） 

サンプリング用グローブボックス（Ⅲ） 

配管・弁 

供給設備（Ⅰ） 

ダンプ槽ⅠＡ 

ダンプ槽ⅠＢ 

ダンプ槽Ⅱ 

よう素吸着塔 

燃料取扱ボックス 

給排液ヘッダボックス 

配管・弁 

調整附属設備 

Ｕ溶解槽 

Ｐｕ溶解槽＊ 

還元槽＊ 

ろ過器（Ⅰ）Ａ 

ろ過器（Ⅰ）Ｂ 

ろ過器（Ⅱ） 

ろ過器（Ⅲ）＊ 

フィルタボックス＊ 

Ｐｕエアフィルタ＊ 

送液ポット 

溶解液計量槽 

Ｕ溶解オフガス凝縮器 

Ｕ溶解オフガス分離器 

調整附属設備グローブボックス（Ⅰ） 

調整附属設備グローブボックス（Ⅱ）＊ 

中間ポット用グローブボックス＊ 

Ｐｕブロワ用グローブボックス＊ 

配管・弁 

精製附属設備 廃溶媒槽 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

溶媒洗浄器 

溶媒槽 

溶媒洗浄廃液洗浄器 

洗浄溶媒中間槽 

洗浄廃液ポット 

洗浄廃液中間槽 

水分払出ポット 

水分払出中間槽 

油分払出ポット 

油分払出中間槽 

廃溶媒ポット 

廃溶媒中間槽 

廃希釈剤ポット 

廃希釈剤中間槽 

洗浄廃液槽Ａ 

洗浄廃液槽Ｂ 

廃希釈剤槽Ａ 

廃希釈剤槽Ｂ 

ＴＢＰ吸着塔Ａ 

ＴＢＰ吸着塔Ｂ 

希釈剤槽 

油水受槽（Ⅰ） 

油水受槽（Ⅱ） 

油水分離槽 

油水中間ポット 

溶媒ろ過器（Ⅰ） 

溶媒ろ過器（Ⅱ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅱ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅲ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅳ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅴ） 

配管・弁 

燃取補助設備 

ウラナス電解槽 

ウラナス供給槽 

ウラナス供給ラインヒータ 

燃取補助設備グローブボックス（Ⅲ） 

溶媒洗浄器 

溶媒槽 

溶媒洗浄廃液洗浄器 

洗浄溶媒中間槽 

洗浄廃液ポット 

洗浄廃液中間槽 

水分払出ポット 

水分払出中間槽 

油分払出ポット 

油分払出中間槽 

廃溶媒ポット 

廃溶媒中間槽 

廃希釈剤ポット 

廃希釈剤中間槽 

洗浄廃液槽Ａ 

洗浄廃液槽Ｂ 

廃希釈剤槽Ａ 

廃希釈剤槽Ｂ 

ＴＢＰ吸着塔Ａ 

ＴＢＰ吸着塔Ｂ 

希釈剤槽 

油水受槽（Ⅰ） 

油水受槽（Ⅱ） 

油水分離槽 

油水中間ポット 

溶媒ろ過器（Ⅰ） 

溶媒ろ過器（Ⅱ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅱ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅲ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅳ） 

精製附属設備グローブボックス（Ⅴ） 

配管・弁 

燃取補助設備 

ウラナス電解槽 

ウラナス供給槽 

ウラナス供給ラインヒータ 

燃取補助設備グローブボックス（Ⅲ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

配管・弁（溶液系燃料の管理に供しない範囲） 

粉末燃料取扱設備 

開梱エリアクレーン＊ 

払出エリアクレーン＊ 

リフター＊ 

移送トンネル＊ 

粉末燃料取扱設備グローブボックス（Ⅰ）＊ 

粉末燃料取扱設備グローブボックス（Ⅱ）＊ 

配管・弁＊ 

溶液燃料貯蔵設備 

Ｐｕ溶液貯槽＊ 

Ｐｕ溶液貯槽（予備槽）＊ 

Ｐｕ溶液較正ポット＊ 

ノックアウトポット（Ⅱ）＊ 

Ｕ溶液貯槽（Ⅲ）＊ 

溶液燃料貯蔵設備グローブボックス（Ⅲ）＊ 

配管・弁（溶液系燃料の管理に供しない範囲）＊ 

計測制御 

系統施設 

計装設備 

触針式液位計Ａ 

触針式液位計Ｂ 

サーボ式液位計 

制御設備 

安全板駆動装置Ａ 

安全板駆動装置Ｂ 

安全棒駆動装置Ａ 

安全棒駆動装置Ｂ 

安全棒駆動装置Ｃ 

安全棒駆動装置Ｄ 

安全棒駆動装置Ｅ 

安全棒駆動装置Ｆ 

安全棒駆動装置Ｇ 

安全棒駆動装置Ｈ 

安全棒駆動装置Ｉ 

安全棒弁ボックス 

高速給液ポンプ 

低速給液ポンプＡ 

低速給液ポンプＢ 

配管・弁 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

気体廃棄物廃棄施設 

（槽ベント設備Ａ） 

ベントガスコンデンサ 

よう素吸着塔 

配管・弁（溶液系燃料の管理に供しない範囲） 

粉末燃料取扱設備 

開梱エリアクレーン＊ 

払出エリアクレーン＊ 

リフター＊ 

移送トンネル＊ 

粉末燃料取扱設備グローブボックス（Ⅰ）＊ 

粉末燃料取扱設備グローブボックス（Ⅱ）＊ 

配管・弁＊ 

溶液燃料貯蔵設備 

Ｐｕ溶液貯槽＊ 

Ｐｕ溶液貯槽（予備槽）＊ 

Ｐｕ溶液較正ポット＊ 

ノックアウトポット（Ⅱ）＊ 

Ｕ溶液貯槽（Ⅲ）＊ 

溶液燃料貯蔵設備グローブボックス（Ⅲ）＊ 

配管・弁（溶液系燃料の管理に供しない範囲）＊ 

計測制御 

系統施設 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

制御設備 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

高速給液ポンプ 

低速給液ポンプＡ 

低速給液ポンプＢ 

配管・弁 

放射性廃棄物の 

廃棄施設 

気体廃棄物廃棄施設 

（槽ベント設備Ａ） 

ベントガスコンデンサ 

よう素吸着塔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不使用設備のうち撤去済 

みの設備を削除（表中に 

おいて以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

減衰管 

配管・弁 

液体廃棄物廃棄設備

（α廃液系設備） 

濃縮廃液貯槽Ａ＊ 

アメリシウム廃液貯槽Ａ＊ 

アメリシウム廃液貯槽Ｂ＊ 

有機廃液貯槽（Ａ）－１＊ 

有機廃液貯槽（Ａ）－２＊ 

廃液蒸発装置（回収水調整槽）＊ 

液体廃棄物廃棄設備グローブボックス（Ⅲ）＊ 

廃液貯蔵フード＊ 

配管・弁＊ 

その他原子炉の

附属施設 

実験設備 

実験用装荷物駆動装置Ａ 

実験用装荷物駆動装置Ｂ 

実験用装荷物駆動装置Ｃ 

実験用装荷物駆動装置Ⅰ 

反射体＊ 

吸収体＊ 

換気空調設備 

排気フィルタユニット（実験棟Ａグローブボッ

クス第１排気系）＊ 

常用排風機Ａ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

常用排風機Ｂ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

補助排風機Ａ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

補助排風機Ｂ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

ダクト＊ 

分析設備 

（分析試料受入装置） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅰ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅱ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅲ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅳ）） 

減衰管 

配管・弁 

液体廃棄物廃棄設備

（α廃液系設備） 

濃縮廃液貯槽Ａ＊ 

アメリシウム廃液貯槽Ａ＊ 

アメリシウム廃液貯槽Ｂ＊ 

有機廃液貯槽（Ａ）－１＊ 

有機廃液貯槽（Ａ）－２＊ 

廃液蒸発装置（回収水調整槽）＊ 

液体廃棄物廃棄設備グローブボックス（Ⅲ）＊ 

廃液貯蔵フード＊ 

配管・弁＊ 

その他原子炉の

附属施設 

実験設備 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

実験用装荷物駆動装置Ⅰ 

反射体＊ 

吸収体＊ 

換気空調設備 

排気フィルタユニット（実験棟Ａグローブボッ

クス第１排気系）＊ 

常用排風機Ａ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

常用排風機Ｂ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

補助排風機Ａ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

補助排風機Ｂ（実験棟Ａグローブボックス第１

排気系）＊ 

ダクト＊ 

分析設備 

（分析試料受入装置） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅰ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅱ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅲ）） 

分析試料受入装置 

（サンプリング用グローブボックス（Ⅳ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不使用設備のうち撤去済 

みの設備を削除（表中に 

おいて以下同じ） 
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原子力科学研究所原子炉施設保安規定（第 11編 ＳＴＡＣＹの管理） 先行使用と運転再開の対比表 

 

先行使用（令和４年３月31日付け令03原機（科保099）で申請） 運転再開（令和４年４月26日付け令04原機（科保042）で申請） 備 考 

分析試料受入装置 

（試料搬出用グローブボックス） 

分析試料受入装置 

（ＳＴＡＣＹ炉下室給排液ヘッダボックス） 

分析試料受入装置 

（ＴＲＡＣＹ炉下室給排液ヘッダボックス） 

配管・弁 

修理調整用グローブボックス 

メンテナンスグローブボックス 

＊：汚染閉じ込め管理を必要としない設備・機器であるため、第33条の２第３項の点検対象外

とする。 

分析試料受入装置 

（試料搬出用グローブボックス） 

分析試料受入装置 

（ＳＴＡＣＹ炉下室給排液ヘッダボックス） 

分析試料受入装置 

（ＴＲＡＣＹ炉下室給排液ヘッダボックス） 

配管・弁 

（削る） 

メンテナンスグローブボックス 

＊：汚染閉じ込め管理を必要としない設備・機器であるため、第33条の２第３項の点検対象外

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

不使用設備のうち撤去済 

みの設備を削除（表中に 

おいて以下同じ） 

 

別表第18 削除 

 

別表第18 警報回路が復帰できなかったときの措置（第34条関係） 

警報原因の区分 措置 警報回路の項目 運転継続又は停止の条件 

原子炉施設の保

安に影響を及ぼ

すと考えられる

場合 

運転停止 

起動系 
炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

運転系線

型出力系 

測定範囲逸脱 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

運転系対

数出力系 

炉周期短 ――― 

高圧電源電圧低 ――― 

安全出力

系 

出 力 高 
ただし、出力180Ｗ～200Ｗの

運転を行う場合は運転継続 

積分出力高 

ただし、積分出力40Ｗ・ｈ～

0.1kW・ｈの運転を行う場合

は運転継続 

高圧電源電圧低 ――― 

高速給水流量高 ――― 

低速給水流量高 ――― 

炉心温度高 ――― 

ダンプ槽温度高 ――― 

原子炉施設の保

安に影響を与え

ない場合 

運転継続 炉心タンク水位高 正常状態であるため運転継続 

 

 

原子炉運転に関する変更 

 

別表第19 ～ 別表第21 （記載省略） 

 

別表第19 ～ 別表第21 （変更なし） 

 

別図第１（その１） ～ 別図第５（その５） （記載省略） 

 

別図第１（その１） ～ 別図第５（その５） （変更なし）  
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文書番号:(科臨)QAM-710-001 改定番号:XX 

 

【参考】STACY 運転手引様式（案）※今後の検討により変更する可能性がある 

別記様式第 X 

ＳＴＡＣＹ炉心構成書（案） 
承 認  同 意  起 案 

原子力科学 

研究所長 

 

 

原子炉主 

任技術者 

 

 

臨界ホット 

試験技術部長 
臨界技術 

第１課長 

炉心構成書 

作成担当者 

/   /  /   /  /    / /   /  

 

炉心名称 
 

構成書番号 
 

実

験

目

的 

 

 

 

 

作成年月日 
 

 

承認年月日 
 

 

項     目 条 件 

最 大 熱 出 力         Ｗ以下 ２００Ｗ以下 

 

 

 

 

 

 

 

炉

心

構

成 

格

子

板 

種類（格子間隔）  
 

アタッチメント  

蓋（１）  

蓋（２）  

蓋（３）  

* 

棒

状

燃

料 

種 類  
 

濃 縮 度 wt％ 
10wt%以下 

本 数      ～     本 
50本以上900本以下*** 

Vm/Vf＊＊  
0.9 以上 11 以下 

可溶性中性子吸収材 ボロン    ppm 以下 
 

＊： 炉心構成図（別図）を添付する。 ＊＊：減速材対燃料ペレット体積比（炉心平均） 

＊＊＊：1400mm 超の給水でも臨界とならない場合は 900 本以下であること 
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文書番号:(科臨)QAM-710-001 改定番号:XX 

 

 

項    目 条 件 

炉

心

構

成 

安全板枚数 枚  

実験用装荷物   

   

   

臨界水位 cm  ４０～１４０cm 

減速材温度 ℃以下 ７０℃以下 

反

応

度 

給

水

制

限 

高速給水速度 

（高速給水流量） 

           mm／s 以下 

（       ℓ ／min以下） 

水位上昇速度： 

2.5mm／ｓ以下 

低速給水速度 

（低速給水流量） 

           mm／s 以下 

（       ℓ ／min以下） 

水位上昇速度： 

１mm／ｓ以下 

臨界近傍での反応度添加率 ￠／ｓ以下 ３￠／ｓ以下 

給水による最大添加反応度 ＄以下 0.3＄以下 

最大過剰反応度 ＄以下 0.8＄以下 

安全板の 

中性子実効増倍率 

全挿入時 以下 0.985 以下 

ﾜﾝﾛｯﾄﾞｽﾀｯｸ時 以下 0.995 以下 

海水水没時 以下 0.995 以下 

未臨界板の中性子実効増倍率 海水水没時 以下 0.995 以下 

可動装荷物 

最大添加反応度 ＄以下 0.3＄以下 

反応度添加率  ￠／ｓ以下 ３￠／ｓ以下 

 

 その他必要な事項 
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別表 

別記様式第 X 
ＳＴＡＣＹ炉心証明書（案） 

臨界技術 

第１課長 

炉心証明書 

作成担当者 

/   /  

 

炉心構成書番号 
 

炉心構成書承認年月日 
 

炉心証明書番号 
 

炉心証明書作成年月日 
 

項     目 備 考 

最 大 熱 出 力            Ｗ以下 200Ｗ以下であること 

 

 

 

 

 

 

 

炉

心

構

成 

格

子

板 

種類（格子間隔）  
 

アタッチメント   

蓋（１）   

蓋（２）   

蓋（３）   

* 

棒

状

燃

料 

種   類   

濃 縮 度            wt％ 10wt％以下であること 

本   数           本 50本以上 900本以下であること*** 

Vm/Vf＊＊  0.9 以上 11 以下であること 

安全板枚数             枚 2 枚以上 8 枚以下であること 

実験用装荷物   

減速材温度 ℃ ７０℃以下 

   

項  目 制 限 値 推定値（運転前） 測定値（運転後） 

臨界量 
(棒状燃料の本数

及び臨界水位) 

50 本以上 

900 本以下 

 400mm 以上 

1400mm 以下 

           本 

           mm 

           本 

           mm 

高速給水速度 2.5mm/s 以下 
          mm/s 

(高速給水流量：     ℓ /min） 

          mm/s 

(高速給水流量：     ℓ /min） 

＊： 炉心構成図（別図）参照のこと。 ＊＊：減速材対燃料ペレット体積比（炉心平均） 

＊＊＊：1400mm 超の給水でも臨界とならない場合は 900 本以下であること 
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項 目 制 限 値 推定値（運転前） 測定値（運転後） 

臨界近傍の 

反応度添加率 
３￠/s 以下 

           ￠/s 

低速給水速度：     mm/s 

低速給水流量：     ℓ /min 

           ￠/s 

低速給水速度：     mm/s 

低速給水流量：     ℓ /min 

最大添加 

反応度 
0.3＄以下 

           ＄ 

給水停止素子の上限位置： 

               mm 

           ＄ 

給水停止素子の上限位置： 

               mm 

最大過剰 

反応度 
0.8＄以下 

           ＄ 

最大給水制限素子の上限位置： 

               mm 

           ＄ 

最大給水制限素子の上限位置： 

               mm 

安全板の 

中性子実効増

倍率 

全挿入時 

0.985 以下 
  

ﾜﾝﾛｯﾄﾞｽﾀｯｸ時 

0.995 以下 
  

可動装荷物 

最大添加反応度 

0.3＄以下 
           ＄           ＄ 

反応度添加率 

３￠/s 以下 
￠／ｓ ￠／ｓ 

炉

心

構

成

の

変

化

範

囲 

格子板 基本炉心(1)1.27cm 格子板／蓋(1)タイプ A、B 

棒状燃料 格子間隔 1.27cm、5wt% 400~558 本、最大挿入量 558 本 

可溶性中性子吸収材 使用しない（※使用する場合は濃度制限を記載） 

実験用装荷物 可動装荷物駆動装置／案内管(1) 

その他  

 

その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

承  認            同意  

 

  臨界近接を行うことを承認する。 

 

               平成   年   月   日 

 

臨界ホット 

試験技術部長 

 原子炉主 

任技術者 

  /   / 

 

既知炉心として運転することを承認する。 

  

               平成   年   月   日 

 

臨界ホット 

試験技術部長 

 原子炉主 

任技術者 

  /   / 
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